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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期

決算年月 平成16年７月 平成17年７月 平成18年７月 平成19年７月 平成20年７月

売上高 (千円) ― ― 2,958,8653,126,2444,110,224

経常利益 (千円) ― ― 302,212 261,065 371,477

当期純利益 (千円) ― ― 162,540 99,931 29,404

純資産額 (千円) ― ― 3,963,9603,893,6173,954,150

総資産額 (千円) ― ― 5,781,7436,318,4747,829,417

１株当たり純資産額 (円) ― ― 　35,923.3634,499.4633,971.87

１株当たり当期純利益 (円) ― ― 1,554.78 938.92 275.90

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― 1,542.39 ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 66.9 57.7 46.7

自己資本利益率 (％) ― ― 5.2 2.7 0.8

株価収益率 (倍) ― ― 97.11 69.22 162.74

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― 340,140 489,693 729,643

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △518,860 4,144 △981,685

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― 1,377,686△326,612 435,301

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) ― ― 2,513,1912,680,4162,863,677

従業員数 (名) ― ― 281 391 472

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第17期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。

３  第17期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。

４  第18期及び第19期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株

式が存在しないため記載しておりません。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期

決算年月 平成16年７月 平成17年７月 平成18年７月 平成19年７月 平成20年７月

売上高又は営業収益 (千円) 2,222,9272,250,2832,200,1912,110,747829,239

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) 652,113 346,270 299,712△28,541 169,433

当期純利益又は
当期純損失(△)

(千円) 382,101 191,161 160,167△111,644 125,905

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 599,350 599,3501,364,5171,364,5171,364,517

発行済株式総数 (株) 33,567 100,701 107,740 107,740 107,740

純資産額 (千円) 2,294,8712,347,6793,868,0093,430,2813,550,849

総資産額 (千円) 3,046,2402,896,8964,581,8474,392,6254,207,186

１株当たり純資産額 (円) 66,913.0822,866.5035,901.3332,461.6032,871.31

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)
2,220
(　　　　―)

1,200
(　　　　200)

1,000
(　　　 ―)

1,000
(　　　　―)

1,000
(　　　　―)

１株当たり
当期純利益又は
当期純損失(△)

(円) 10,577.771,451.441,532.08△1,048.981,181.37

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 10,547.261,439.261,519.87 ― ―

自己資本比率 (％) 75.3 81.0 84.4 78.1 84.2

自己資本利益率 (％) 27.3 8.2 5.2 △3.0 3.6

株価収益率 (倍) 176.4 192.2 98.55 ― 38.0

配当性向 (％) 21.0 82.7 65.3 ― 84.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 121,750△42,480 ― ― ―

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 61,839△364,857 ― ― ―

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,342,602△93,056 ― ― ―

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 1,814,6191,314,225 ― ― ―

従業員数 (名) 156 173 172 205 42
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(注) １　売上高又は営業収益には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２　第16期以前の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

　　 ３　平成15年12月15日付及び平成16年９月21日付で、それぞれ１株を３株とする株式分割を行っております。

　　 ４　第16期の１株当たり中間配当額200円00銭は、設立15周年記念配当であります。

　　 ５　平成16年９月21日付で１株を３株とする株式分割を行っており、平成16年７月末時点の株価は権利落ち後の株価と

なっております。なお、第15期の株価収益率については、１株当たり純資産額等との整合性を図ることから、権利

落ち後の株価に分割割合を乗じて算定しております。

     ６  第17期において、新株予約権（第三者割当）の行使により、1,515,484千円の資金調達を行いました。

　　 ７　第17期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日）を適用しております。

　　 ８  第18期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であるため記載しており

ません。

　 　９  第18期の株価収益率及び配当性向は当期純損失を計上しているため、記載しておりません。

　　 10  平成19年８月１日付で持株会社体制に移行したことに伴い、第19期から営業収益として表示しております。

　　 11  第19期における潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

　　 12  第19期における営業収益及び従業員数については、持株会社体制への移行に伴い、前事業年度に比べ大幅に減少し

ております。
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２ 【沿革】

　

年月 概要

平成元年12月 臨床試験（治験）実施の支援を目的として、東京都八王子市新町に資本金500万円で株式会社綜合

臨床薬理研究所を設立。

平成２年８月 エヌ・エスクリニック（現　医療法人社団晴幸会）と業務を提携し、第Ⅰ相試験(注１)のＣＲＣ業

務(注２)を開始。

平成５年10月 第Ⅱ相試験(注１)のＣＲＣ業務を開始。

平成10年２月 第Ⅲ相試験(注１)のＣＲＣ業務を開始。

平成11年７月 第Ⅳ相試験(注１)のＣＲＣ業務を開始。

平成13年１月 埼玉県熊谷市に埼玉営業所（現　熊谷オフィス）を開設。

平成13年７月 東京都八王子市横山町に本社を移転。

平成13年９月 北海道札幌市北区に札幌営業所（現　札幌オフィス）を開設。

平成14年７月 大阪府大阪市中央区に大阪営業所（現　大阪オフィス）を開設。

平成15年４月 厚生労働省に特定労働者派遣事業の届出。（届出受理年月日　平成15年４月１日）

平成15年11月 鹿児島県鹿児島市に鹿児島オフィスを開設。

情報セキュリティマネジメントシステム規格であるＢＳ７７９９(注３)及びＩＳＭＳ適合性評価

制度(注４)認証同時取得。

平成16年３月 愛知県名古屋市中区に名古屋オフィスを開設。

平成16年４月 株式会社東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場。

平成16年８月 広島県広島市中区に広島オフィスを、石川県金沢市に金沢オフィスを開設。

平成16年11月 神奈川県横浜市神奈川区に横浜オフィスを開設。

平成17年８月 日本臨床薬理研究所株式会社（現　連結子会社、株式会社あすも臨床薬理研究所）の株式を取得し

子会社化。

平成17年11月 株式会社ベルテール（現　連結子会社）の株式を取得し子会社化。

株式会社ＳＯＧＯメディプラス（当社80％出資子会社）を設立。

平成18年７月 情報セキュリティマネイジメント規格である「ISO/IEC 27001:2005」を認証取得。

平成18年10月 東京都中央区に東東京サテライトオフィスを開設。

平成19年３月 株式会社ＳＯＧＯメディプラス解散。

平成19年５月 ハイクリップス株式会社（現　連結子会社）の株式を取得し子会社化。

平成19年６月 株式会社アスモット（当社51％出資会社）を設立。

平成19年７月 株式会社ＳＯＧＯメディプラス清算結了。

平成19年８月 会社分割を行い持株会社体制に移行するとともに、商号変更を実施し、株式会社綜合臨床ホール

ディングスとして新たに発足。

平成19年８月 トライアルサポート株式会社（現　連結子会社）の株式を取得し子会社化。

平成20年２月 トライアルサポート株式会社の株式を追加取得し、完全子会社化。
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(注) １　第Ⅰ～Ⅳ相試験

「３　事業の内容　(2) 医薬品開発の流れと当社の業務との関係について」をご参照ください。

　　 ２　ＣＲＣ業務

「３　事業の内容　(1) 当社の事業内容について」をご参照ください。

　　 ３　ＢＳ７７９９

情報セキュリティにおけるベストプラクティス（最適慣行）をまとめ、基本的な管理項目を規定するために英

国規格協会によって作成された管理基準。審査は、英国貿易産業省によって権威付けされたＵＫＡＳ（英国認定

サービス）の下、ＢＳ７７９９審査機関と認定された各国の企業・団体により実施されます。

　　 ４　ＩＳＭＳ適合性評価制度

財団法人日本情報処理開発協会(ＪＩＰＤＥＣ)が、平成14年４月から運用を行っている情報セキュリティマネ

ジメントシステム(Information Security Management System)に関する適合性評価制度。旧通商産業省の「情

報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所認定制度」に代わる第三者認証制度として運用されていま

す。
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３ 【事業の内容】

　(1) 当社の事業内容について

当社グループは平成19年８月１日付で持株会社体制に移行致しました。この移行に伴い、当社名を株式会

社綜合臨床ホールディングスに変更するとともに、株式会社綜合臨床薬理研究所及び株式会社エビデンス

センターを新設分割し、新たに連結子会社に含めております。また、当連結会計年度において新たに株式取

得によりトライアルサポート株式会社を子会社化し、連結対象に加えております。

　これらの結果、当連結会計年度末の当社グループは、当社（株式会社綜合臨床ホールディングス）と子会

社７社（株式会社綜合臨床薬理研究所、株式会社あすも臨床薬理研究所、株式会社ベルテール、ハイクリッ

プス株式会社、トライアルサポート株式会社、株式会社エビデンスセンター、株式会社アスモット）及び関

連会社２社（株式会社東京健康管理センター、ＨＭＲ株式会社）により構成されております。

　当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

区  分 会 社 名 事業内容 摘  要

ＳＭＯ事業

株式会社綜合臨床薬理研究所
ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、治
験事務局業務および臨床試験に関
する一切の業務

連結子会社

株式会社あすも臨床薬理研究所
ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、治
験事務局業務および臨床試験に関
する一切の業務

連結子会社

株式会社ベルテール
ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、治
験事務局業務および臨床試験に関
する一切の業務

連結子会社

ハイクリップス株式会社
ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、治
験事務局業務および臨床試験に関
する一切の業務

連結子会社

トライアルサポート株式会社
ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、治
験事務局業務および臨床試験に関
する一切の業務

連結子会社

株式会社アスモット ＣＲＣ業務 非連結子会社

株式会社東京健康管理センター ＣＲＣ業務
持分法非適用関連会
社

ＨＭＲ株式会社 ＣＲＣ業務
持分法非適用関連会
社

その他の事業 株式会社エビデンスセンター
健康食品（特定保健用食品を含
む）の開発支援業務、健康食品の
販売業務及び大規模臨床試験

連結子会社

　

　当社グループのコア事業であるＳＭＯ（※１）事業について 

　　　当社グループは、臨床試験（以下、「治験」という。）（※２）を実施する医療機関から、

　　治験の実施に係る業務の一部を受託または代行するＳＭＯをコア事業として、主に医療機関への

　　支援サービスを提供しております。 

　　一般に、医薬品の開発にあたっては、前臨床試験（※３）において、様々な方法でその安全性と

　　有効性が試されますが、最終段階においては、被験者（※４）を対象とした治験が不可欠となり

　　ます。当社は、これら治験を実施する医療機関に対し、ＣＲＣ（※５）業務、ＩＲＢ（※６）事

　　務局業務および治験事務局業務の包括的支援サービスを提供することで、治験が適正かつ円滑に

　　実施されるように医療機関の業務を支援しております。 
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　　　それぞれの業務内容は、以下の通りであります。

ＣＲＣ業務

　ＣＲＣは、治験責任医師（※７）の指導の下、インフォームド・コンセント（※８）の取得補助、症例報告書（※

９）への転記・管理、モニター（※10）との対応窓口等、医学的判断を伴わない治験業務の支援を行います。医薬品

の治験実施過程において、とりわけ被験者と治験との調整を行い、治験の倫理性、科学性を保証するための活動を行

います。

ＩＲＢ事務局業務

　製薬企業等から依頼を受けた医療機関は、ＩＲＢを開催し、倫理的、科学的及び医学的妥当性の観点から治験実施の

適否を判断する必要がありますが、当社は、ＩＲＢ開催の通知、資料の配布、ＩＲＢ議事録の作成及び審査結果の報告

等、その整備・運営に関する支援を行います。

治験事務局業務

　医療機関が治験を実施するにあたり必要となる標準業務手順書（ＳＯＰ）（※11）や各種書類の作成等、治験事務

局の整備・運営に関する支援を行います。
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　(2) 医薬品開発の流れと当社の業務との関係について

　　　製薬企業等では、下記に示す開発プロセスに準じ、新医薬品の開発を行っております。一般に、研究開始か

ら製造承認の取得まで、約500億円に及ぶ研究開発費と10～17年もの長い歳月が必要と言われておりま

す。

　　　当社は、下記の開発プロセスの中で、医療機関における臨床試験（治験）及び市販後調査に関する事務的

な業務を受託または代行しております。

　　　また、当社は、医療機関が、ＧＣＰ省令（※12）に準拠した適正な治験を実施するためのインフラ整備を支

援するとともに、治験を実施しようとする医療機関と治験を依頼する製薬企業等とのマッチングサービ

スを行うなど、包括的な業務を提供しております。

　　　具体的な医薬品開発及び当社の業務の流れは、以下の通りであります。
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　　　製薬企業は、治験の運営と管理に係わる業務の一部または全部を行うＣＲＯ（Contract Research

Organization：開発業務受託機関）（※13）を起用する場合があります。

　　　ＣＲＯは製薬企業の業務を受託し、一方、ＳＭＯは実施医療機関の業務の一部を受託または代行するもの

でありますが、製薬企業等と実施医療機関に「なれあい」が生じる可能性が考えられ、このようなことは

治験データの信頼性の確保の観点から好ましくないため、ＣＲＯとＳＭＯは治験の実施にあたり、相互に

独立性を確保する必要があります。

　　　当社の委受託の関係図は以下の通りであります。

　

　

　(3) 我が国におけるＳＭＯの位置付けについて

　　　ＳＭＯは、1970年代に米国において治験責任医師が治験業務の効率化を図るため、治験に係る事務的な業

務等を外部に委託したことから始まっております。

　　　我が国においては、平成元年10月に通知された厚生省薬務局通知「医薬品の臨床試験の実施に関する基準

について」（以下、「旧ＧＣＰ（※14）」という。）に基づいて、大学病院等を中心に治験が実施されて

おりました。

　　　平成９年に旧ＧＣＰの大幅な改正が行われ、新たにＧＣＰ省令が施行されました。ＧＣＰ省令の施行後、医

療機関における治験実施体制のより充実した整備等が求められるようになり、治験に関する事務的な業

務等も増加いたしました。

　　　平成15年６月にはＧＣＰ省令が改正され、ＳＭＯが行う業務の取り扱いが法令上正式に規定されました

（厚生労働省令第106号）。同省令の第39条の２の規定で、「自ら治験を実施する者又は実施医療機関は、

治験の実施に係る業務の一部を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受

託する者との契約を締結しなければならない。」と記載されております。

　　　製薬企業等が推進する医薬品開発については、引き続き高齢化社会に対応した生活習慣病向けの新医薬品

開発が主でありますが、昨今では患者から強い要望があるにも関わらず、有効な治療法が少ない医療ニー

ズに対して開発を強化する製薬企業も増えてきております。このような治療の対象となる患者は、小規模

病院ではなく大規模病院を利用する傾向があり、従来の小規模医療機関中心のＳＭＯによるサービス提

供に加え、大規模病院等へ対応していく必要性が見込まれております。
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　（用語説明）

※１　ＳＭＯ（Site Management Organization：治験施設支援機関）

　　　治験（※２）を実施する医療機関から、治験の実施に係る業務の一部を受託または代行する組織。

※２　臨床試験（治験）

　　　医薬品開発のプロセスにおいて、人を対象として、薬の安全性や有効性を確認するための試験。

　　　特に、臨床試験のうち、医薬品の製造（輸入）承認または承認事項の一部変更承認を申請する際に提出すべき資料の

収集を目的として実施される試験を治験という。

※３　前臨床試験

　　　動物を用いて安全性、有効性等を検討するための試験。非臨床試験ともいう。

※４　被験者

　　　治験に参加し、治験薬を投与される者またはその対象となる者。

※５　ＣＲＣ（Clinical Research Coordinator：治験コーディネーター）

　　　質の高い治験を適正かつ円滑に進めるために、治験責任医師（※７）の指導の下、医学的判断を伴わない治験業務

（インフォームド・コンセント（※８）の取得補助、被験者のケア、治験に携わるチーム内の調整業務等）の支

援を行う者。

※６　ＩＲＢ（Institutional Review Board：治験審査委員会）

　　　医療機関の長、治験責任医師及び製薬企業等から独立した医学・薬学等の専門家及びそれ以外の者によって構成さ

れる委員会。当委員会の責務は、治験実施計画書（※15）や被験者から文書によるインフォームド・コンセント

を取得するための手法及び資料等を審査し、被験者の人権、安全及び福祉の保護を確保することである。

※７　治験責任医師

　　　医療機関において、治験の実施に関して責任を有し、治験に係る業務を統括する医師または歯科医師。

※８　インフォームド・コンセント

　　　被験者の治験への参加を決定する際に、治験に関するあらゆる角度からの説明が充分なされた後に、被験者がこれを

理解し、自由な意思によって治験への参加に同意し、書面によってそのことを確認すること。インフォームド・コ

ンセントは、被験者と担当医師による署名と日付が記入された同意文書をもって証明される。

※９　症例報告書

　　　治験実施計画書において規定される、各被験者に関する全ての情報を記録するための文書。

　　　治験責任医師若しくは治験分担医師が原資料（カルテ等）を基に作成し、製薬企業等に報告することが義務付けら

れている。

※10　モニター／モニタリング

　　　製薬企業等により指名されたモニター（ＣＲＡ：Clinical Research Associate）が、治験の進行状況を調査し、治

験がＧＣＰ省令（※12）、治験実施計画書、標準業務手順書（※11）に従って実施、記録及び報告されていること

を保証する活動。

※11　標準業務手順書（ＳＯＰ：Standard Operating Procedures）

　　　治験に係る業務を均質に遂行するための手順を詳細に記述した文書。

※12　ＧＣＰ省令（Good Clinical Practice）

　　　平成９年厚生省令第28号「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」。治験が倫理的な配慮のもとに科学的に

適正に実施されるための基準である。

※13　ＣＲＯ（Contract Research Organization：開発業務受託機関）

　　　医薬品の開発において、製薬企業等の治験に係わる業務の一部を受託または代行する個人または組織・団体。

　　　主な業務内容として、治験の依頼業務、モニタリング（※10）・監査（※16）、データマネジメント・統計解析、製造

承認申請等がある。

※14　旧ＧＣＰ（Good Clinical Practice）

　　　平成元年10月２日付、薬発第874号薬務局通知「医薬品の臨床試験の実施に関する基準について」。治験が倫理的な

配慮のもとに科学的に適正に実施されるための基準である。

※15　治験実施計画書（プロトコール）

　　　治験の目的、デザイン、方法等について記述した文書。治験を実施するにあたって、医療機関及び製薬企業等が遵守し

なければならない要件事項を記載した実施計画書である。

※16　監査

　　　治験により収集されたデータの信頼性を確保するため、治験がＧＣＰ省令、治験実施計画書、標準業務手順書に従っ

て実施されているか否かについて、製薬企業等によって指名された監査担当者が、独立の立場から検証を行う。
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４ 【関係会社の状況】

　当連結会計年度において、以下の会社が提出会社の関係会社となっております。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の
内容（注１）

議決権の所有
割合（％）

関係内容

（連結子会社）
東京都八王子市 80,000ＳＭＯ事業 100.0役員兼任５名株式会社綜合臨床薬理

研究所　　　　　  （注３）

（連結子会社）
東京都八王子市 146,895ＳＭＯ事業 51.0役員兼任２名株式会社あすも臨床薬理

研究所　 　   （注２、４）

（連結子会社）
福岡県福岡市博多区 10,000ＳＭＯ事業 100.0

役員兼任１名

株式会社ベルテール（注５） CRC業務の委託

（連結子会社）
東京都渋谷区 376,000ＳＭＯ事業 90.6役員兼任２名ハイクリップス株式会社

　　　　 　   （注２、６）

（連結子会社）
高知県高知市 30,000ＳＭＯ事業 100.0役員兼任２名トライアルサポート株式会社

  　　　　　　　　 （注７）

（連結子会社）
東京都渋谷区 50,000その他の事業 100.0役員兼任２名

株式会社エビデンスセンター

（注）１　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
　　２　特定子会社に該当しております。
　　３　株式会社綜合臨床薬理研究所につきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を
　　　　　除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 （1）売上高 1,723,851千円
（2）経常利益 287,297千円
（3）当期純利益 165,385千円
（4）純資産額 522,889千円
（5）総資産額 2,182,060千円

　　４　株式会社あすも臨床薬理研究所につきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を
　　　　　除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 （1）売上高 766,612千円
（2）経常利益 184,228千円
（3）当期純利益 145,482千円
（4）純資産額 526,446千円
（5）総資産額 1,333,086千円

　　５　株式会社ベルテールにつきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連
　　　　　結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 （1）売上高 597,406千円
（2）経常利益 114,834千円
（3）当期純利益 67,443千円
（4）純資産額 165,572千円
（5）総資産額 754,017千円

　　６　ハイクリップス株式会社につきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）
　　　　　の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 （1）売上高 699,332千円
（2）経常利益 88,577千円
（3）当期純利益 80,625千円
（4）純資産額 289,277千円
（5）総資産額 351,255千円

　　７　トライアルサポート株式会社につきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除
　　　　　く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等 （1）売上高 498,691千円
（2）経常利益 14,656千円
（3）当期純利益 7,142千円
（4）純資産額 178,929千円
（5）総資産額 304,309千円
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５ 【従業員の状況】

　(1) 連結会社における状況
(平成20年７月31日現在)

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

ＳＭＯ事業 351

その他の事業 3

全社(共通) 118

合計 472

(注) １　従業員数は就業人員であります。
２　全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。
３　従業員数が前連結会計年度に比べ81名増加しておりますが、これは事業拡大に伴う増加及び新規連結子会社１
社の純増加によるものであります。

　

　(2) 提出会社の状況
(平成20年７月31日現在)

従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与

42名 37.0歳 ２年10ヶ月 5,540千円

(注) １　従業員数は就業人員数であります。
２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　　 ３  平成19年８月１日付で持株会社体制に移行したことに伴い、従業員数は前事業年度に比べ大幅に減少しておりま

す。

　
　(3) 労働組合の状況

　　　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

　(1) 業績

　　　世界の医薬品業界においては、生活習慣病を中心とするマス・マーケットをターゲットとし、ブロックバ

スターと言われる画期的な新薬の上市を目指した開発競争が長く戦略的主流となっておりました。こう

した状況を背景とした各製薬企業の積極的開発投資を背景に、当社グループの属する治験支援業界も拡

大を続けてまいりました。

　　　当連結会計年度におきましてもその基本的な流れは変わらないものの、ライフスタイルの変化に伴う疾病

構造の多様化に対応するため、各製薬企業の戦略にも変化の兆しが見えております。規模は小さくとも既

存治療に対する満足度の低いいわゆるアンメットメディカルニーズに対し、オンリーワンの新薬投入を

目指す動きが顕著となり、投下資本の効率性を重視した意思決定が従来以上に行なわれるようになって

おります。これを受け、当社グループの属するＳＭＯ業界においても依頼者である製薬企業の委託先選別

の動きがよりいっそう強まり、質・量ともに確保できる一部の大手数社に受注が集中する傾向が加速し

ております。当社グループもスケールメリットを最大限に生かすべく、当連結会計年度より持株会社体制

に移行致しました。四国地方に強みを持つトライアルサポート株式会社を新たにグループの連結対象子

会社とし、グループ経営の基盤を強化するとともに、持株会社主導の下、教育、品質保証、書式の統一、共同

受注、ＣＲＣの適正配置、優良施設の共同利用、オフィスの統合等をグループ横断的に推進することに

よって効率化を推進し、依頼者に対して高い付加価値を提供できる体制づくりに取り組みました。

　　　当連結会計年度においては、売上計上基準を完成基準に変更したことに伴う減収要因にも拘わらず、グ

ループ各社における営業力強化、グループ経営力の強化による共同受注効果の発揮により大幅増収を実

現することができました。

　    これらの結果、連結売上高は4,110百万円（前連結会計年度比31.5％増）となりました。一方、持株会社

化に伴う人員の増加やシステムの整備等、将来へ向けた先行費用の発生による販売費及び一般管理費の

増加、分社化による税負担の増加等により、連結営業利益は379百万円（前連結会計年度比65.9％増）、連

結経常利益は371百万円（前連結会計年度比42.3％増）、連結当期純利益は29百万円（前連結会計年度比

70.6％減）となりました。

　　　事業区分につきましては、以下の通りであります。

　　ａ　ＳＭＯ事業　

　　　当社グループは、ＣＲＣ業務、ＩＲＢ（治験審査委員会）事務局業務、治験事務局業務及び臨床試験に関

するＳＭＯ事業を主たる事業としております。

　当連結会計年度における当社グループのＳＭＯ事業においては、売上計上基準変更による減収要因に

も拘わらず、グループ各社の受注拡大やグループ経営強化による共同受注の効果により、売上高は

3,959百万円（前連結会計年度比35.4％増）となりました。

　　ｂ　その他の事業

　　　当社グループはその他の事業として、健康食品（特定保健用食品を含む）の開発支援業務、健康食品の販

売業務及び大規模臨床試験を行なっております。

　当連結会計年度におけるその他の事業につきましては、売上高は150百万円（前連結会計年度比

26.1％減）となりました。
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　(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ

183百万円増の2,863百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、729百万円の増加（前連結会計年度489百万円）となりました。

これは資金減少要因としてたな卸資産の増加額937百万円があったものの、資金増加要因として税金等調

整前当期純利益の増加額が326百万円、前受金の増加額が666百万円、売上債権の減少額が432百万円あっ

たことが主な要因であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、981百万円の減少（前連結会計年度４百万円）となりました。

これは資金増加要因として投資有価証券の売却収入が122百万円あったものの、資金減少要因として子会

社株式の取得860百万円、及び有形固定資産の取得88百万円があったことが主な要因であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、435百万円の増加（前連結会計年度△326百万円）となりまし

た。これは資金減少要因として配当金の支払額104百万円があったものの、資金増加要因として金融機関

からの借入金による収入600百万円があったことが主な要因であります。

　

２ 【生産、受注及び販売の状況】
　
　(1) 受注実績

　　　当連結会計年度(平成19年８月１日から平成20年７月31日まで)における受注実績を事業区分別に示すと、

次のとおりであります。
　

区分 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

ＳＭＯ事業 4,676,077 93.7 7,433,414 123.0

その他の事業 126,964 266.3 49,254 74.4

合計 4,803,041 95.3 7,482,668 123.8

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

　(2) 販売実績

　　　当連結会計年度(平成19年８月１日から平成20年７月31日まで)における販売実績を事業区分別に示すと、

次のとおりであります。
　

区分 販売高(千円) 前年同期比(％)

ＳＭＯ事業 3,959,966 135.5

その他の事業 150,258 73.8

合計 4,110,224 131.5

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当社グループは、Ｍ＆Ａによるシェア拡大策を基本戦略としてまいりましたが、こうした拡大戦略を更に

推進していくために、平成19年８月より持株会社体制に移行いたしました。

この新体制において、グループ全体としての相乗効果を生み出していくことが当面の課題であると認識し

ております。こうした課題に対しては、持株会社主導の下で、業務フローの統一化、教育・品質管理等のグ

ループ横断的な展開を通じて、間接費の圧縮を進めるとともに、優良施設の共同利用や共同受注活動の積極

的展開等により、グループ総合力を高めていくことが必要となります。

平成20年８月１日付で執行役員制度を導入し、執行役員には持株会社でグループ経営の統括、企画、管理、

事業開発、営業推進を担当する者の他、グループ事業会社の責任者を選任しております。これは、持株会社体

制におけるコーポレートガバナンスの充実を図るとともに、業務執行の円滑化・効率化を推進することに

よって、グループ経営効率の向上を目指すものです。こうした経営体制を通じてグループの一体感をいっそ

う高め、持株会社体制におけるメリットを最大限に活用していく考えであります。

また、治験支援業界にも変化の兆しが見えつつあり、当社グループとしても、これまでに培った経験と業

界内における高い信頼を活かして、他社にはない新たな展開を模索していくことも課題として挙げられま

す。国内だけでなくアジア諸国に治験支援も視野に入れたグローバル展開のための布石を打つとともに、一

方で新たなビジネスモデルを模索し、「綜合医療サービス支援企業」へと発展していくための方策を探っ

てまいります。
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４ 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなもの

があり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、ここに掲げられている項目に限定されるものではありませ

ん。

(1)  治験のグローバル化によるリスク

世界の主要な製薬メーカーが画期的な新薬の開発に向け競争をしていることを背景とし、特にアジ

アを中心とした海外で治験を進める動きが顕著になってきております。グローバルな競争を意識し国

内治験の効率をいっそう向上させることが当面の経営課題の一つであります。今後、治験のグローバル

化が当社の予想を超えるスピードで進展し、その変化に対応するための有効な手段を講じることがで

きなかった場合、ビジネス機会喪失により競争力を損なうことが懸念されます。その場合、当社グルー

プの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

(2)  ＳＭＯ業務に関する法的規制のリスク

当社グループは、ＧＣＰ省令に準拠し業務を遂行しております。同省令をはじめとする関連法令に対

する遵法性に関しては管理を徹底しておりますが、仮にＳＭＯ事業において法令の遵守状況に問題が

あるケースが生じた場合、医療機関及び製薬企業からの信頼が損なわれ当社グループの財政状態及び

経営成績に深刻な影響を与える可能性があります。

(3)  ＩＲＢ事務局業務に係る特定医療機関への依存によるリスク

治験を実施するには、ＩＲＢにおいて倫理的、科学的及び医学的妥当性の観点から当該治験の妥当性

について審議し、その実施の承認を受けることが必要になります。

　当社グループは、治験に関し豊富な経験を有する医療法人社団晴幸会とＩＲＢ開催についての業務提

携を締結しております。同社団との当該業務提携が解消された場合は審議に支障が出ることが考えら

れ、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

(4)  情報セキュリティリスク

ＳＭＯは、実施医療機関との契約締結に当たっては必ず「機密事項の遵守」の条項を設け、業務遂行

によって知り得た機密事項を他に開示、漏洩することを禁じられております。被験者に係わる情報の取

り扱いは重要で、細心の注意が必要となります。

　当社は、情報セキュリティマネジメントシステム規格のＢＳ７７９９及びＩＳＭＳ適合性評価制度の

認証を取得しており、保有する情報資産についてのセキュリティ管理体制につき継続的な改善を図っ

ております。但し、何らかの理由にて情報の流出が生じた場合には、当社グループの社会的信用が失墜

し、将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

(5)  カットオフによるリスク

治験は、その実施期間が長期に渡り、１年以上の期間を要するものが多数を占めております。契約金

額の大部分は、契約症例数に依存し決定されますが、実施症例数を予定通り確保できず、契約症例数に

満たない場合、売上高として計上される金額が契約金額を下回る場合があります。当社グループでは、

これをカットオフと称しておりますが、多額のカットオフが生じた場合、当社グループの将来の財政状

態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

(6)  特定の人物への依存によるリスク

当社グループは、事業運営において、権限の委譲や人員拡充等により組織的対応の強化を進めており

ますが、創業者をはじめとする経営陣の個人的能力に依存する部分も依然大きく、経営メンバーが何ら

かの理由により業務遂行が困難となった場合、当社グループの事業活動に影響を与える可能性があり

ます。
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５ 【経営上の重要な契約等】

　１　トライアルサポート株式会社の株式譲渡契約

当社は、平成19年８月31日開催の取締役会においてトライアルサポート株式会社の株式取得に関する同

社の主要な株主との基本合意書の締結を決議し、発行済株式の80％を取得いたしました。

また、平成20年２月７日の取締役会決議に基づいて、発行済株式の20％を追加取得することにより、同社を

完全子会社化いたしました。

　（１）子会社化の目的

同社は、四国ではじめてのＳＭＯ会社であり、主に四国地方を中心に50病院、５年間で100プロトコールを

上回る実績を有し、また信頼性も厚いことから、従前より当社が掲げてきたＳＭＯ会社のグループ化戦略上

の一員としてふさわしい会社であると認識しております。

　当社グループの四国地方における事業拠点を新たに確保できるほか、事業の効率化や受託領域の拡大、業

界内シェアの拡大、利益の拡大に貢献するものと期待しております。

　（２）子会社化した会社の概要

　　商号：トライアルサポート株式会社

　　　事業内容：ＳＭＯ事業

　　　本店所在地：高知県高知市南久保１番14号

　　　設立年月日：平成13年８月29日

　　　資本金：30,000千円

　（３）株式取得の時期

　　　　　平成19年８月31日（第１回）

　　　　　平成20年２月22日（第２回）

　（４）取得した株式の数、取得価額及び取得後の持株比率

　　　　（第１回）

　　　　　取得した株式の数：480株

　　　　　取得価額：960,000千円

　　　　　取得後の持株比率：80％

　　　　（第２回）

　　　　　取得した株式の数：120株

　　　　　取得価額：207,532千円

　　　　　取得後の持株比率：100％

　（５）支払資金の調達

　　　　　手元資金及び株式交換

　２　業務提携契約

契約締結先 締結年月日 契約内容 契約期間

エヌ・エスクリニック
(現　医療法人社団晴幸会)

平成２年８月１日 治験業務の支援
契約後２年間
以降２年毎の自動更新

医療法人社団晴幸会 平成10年12月１日

株式会社綜合臨床薬理研
究所が受注した治験業務
に係る治験審査委員会業
務の実施等

契約後２年間
以降２年毎の自動更新

株式会社保健科学研究所 平成13年10月31日 治験支援業務の委託
契約後２年間
以降２年毎の自動更新

(注)　上記の契約締結先は、株式会社綜合臨床薬理研究所の締結先であります。

　

６ 【研究開発活動】

　　特記すべき事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社綜合臨床ホールディングス(E05394)

有価証券報告書

 18/100



７ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日(平成20年10月23日)現在において当社グルー

プが判断したものであります。

　(1)重要な会計方針及び見積り

　　　当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成

されております。この連結財務諸表の作成にあたりましては、重要な会計方針等に基づき、資産・負債の

評価及び収益・費用の認識に影響を与える見積り及び判断を行っております。これらの見積り及び判断

に関しましては、継続して評価を行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は見

積りと異なる可能性があります。

　　　なお、以下に記載する事項が、当社グループの連結財務諸表作成における重要な見積り及び判断に特に大

きな影響を及ぼすと考えております。

　　①収益の認識

　　　ＳＭＯ事業収入及びその他の事業収入については、いずれも完成基準を適用しております。

　　②貸倒引当金の計上

　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。取引先の財政状態が悪化

し支払能力が低下した場合、追加引当が必要となる場合があります。

　

　(2)当連結会計年度の経営成績の分析

　　　当連結会計年度は、売上高が4,110百万円（前連結会計年度比31.5％増）、売上総利益が1,938百万円（前

連結会計年度比52.4％増）、販売費及び一般管理費が1,558百万円（前連結会計年度比49.5％増）となり

ましたので、営業利益は379百万円（前連結会計年度比66.2％増）、経常利益は371百万円（前連結会計年

度比66.2％増）、当期純利益は29百万円（前連結会計年度比70.6％減）となりました。

　

　(3)経営成績に重要な影響を与える要因について

　　　当社グループは、新薬開発期間の短縮、品質の確保、サービスの質の向上という従来からの製薬企業の要望

に加え、規模が小さく、既存治療に対する満足度が低いいわゆるアンメットメディカルニーズ等新しい

ニーズにも対応できる体制を築きながら、全国の提携医療機関（平成20年７月31日現在1,654施設）との

連携を更に強化し、Ｍ＆Ａや合弁事業などを推進し、業界内のシェア拡大を目指してまいりますが、製薬

業界の新医薬品開発動向に影響を受け受注高が増減する場合、経営成績に重要な影響を及ぼす可能性が

あります。このような要因に対し当社グループは、可能な限り特定の製薬企業等に対する高依存を避け、

多数企業との取引を行うことにより、経営の安定化を図っております。また、支援業務のフルライン化、提

携医療機関数の拡充、情報セキュリティの整備等、治験の品質向上と迅速化を図り、同業他社との差別化

を推進しております。

　この他の要因につきましては、「第２　事業の状況　４　事業等のリスク」をご参照下さい。

　

　(4)戦略的現状と見通し

　　　当社グループは、Ｍ＆Ａによるシェア拡大策を基本戦略としてまいりましたが、こうした拡大戦略を更に

推進していくために、当連結会計年度より持株会社体制に移行いたしました。この新体制において、グ

ループ全体としての相乗効果を生み出していくことが当面の課題であると認識しております。こうした

課題に対しては、持株会社主導の下で、業務フローの統一化、教育・品質管理等のグループ横断的な展開

を通じて、間接費の圧縮を進めるとともに、優良施設の共同利用や共同受注活動の積極的展開等により、

グループ総合力を高めていくことが必要になります。

　　　平成20年8月1日付で執行役員制を導入し、執行役員には、持株会社でグループ経営の統括、企画、管理、事業

開発、営業推進を担当する者の他、グループ事業会社の責任者を選任しております。これは、持株会社体制

におけるコーポレートガバナンスの充実を図るとともに、業務執行の円滑化・効率化を推進することに

よって、グループ経営効率の向上を目指すものです。

　こうした経営体制を通じてグループの一体感をいっそう高め、持株会社体制におけるメリットを最大限

に活用していく考えであります。

　また、治験支援業界にも変化の兆しが見えつつあり、当社グループとしても、これまでに培った経験と業

界内における高い信頼を活かして、他社にはない新たな展開を模索していくことも課題として挙げられ

ます。国内だけでなくアジア諸国における治験支援も視野に入れたグローバル展開のための布石を打つ
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とともに、一方で新たなビジネスモデルを模索し、「綜合医療サービス支援企業」へと発展していくため

の方策を探ってまいります。

　

　(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析

　　　運転資金及び設備投資資金に必要となる十分な資金源を確保し、最適な流動性を確保し、バランスシート

を強化することが、当社グループの財務方針であります。当社グループは、主として営業活動により取得

した資金により、必要とする資金を調達しておりますが、売上債権の早期回収を図り、営業活動による

キャッシュ・フローの増加に努めてまいります。

　当社グループの資金状況につきましては、「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2)キャッシュ・フ

ローの状況」に記載のとおりであります。

　

　(6)経営者の問題認識と今後の方針について

　　　当社は、「高い倫理性と責任のもとにＳＭＯとして国民の医療に貢献」することを経営理念に掲げており

ます。

　治験は人を対象とする試験であることから、その実施に当たっては科学性と倫理性の確保が最優先され

なければなりません。また、重要な個人情報および製薬企業の高度な機密情報を取り扱うことから、あら

ゆるリスクに耐えうる強固な情報セキュリティ確保も必須であります。

　上記を満たしつつ、治験の信頼性とスピードを向上する優れたソリューションを提供することで、当社

はＳＭＯ業界のリーディングカンパニーとしての信頼を築いてまいりました。基本戦略である「業界

シェアの向上」は、当社のオペレーションにより治験の効率を向上させ優れた新薬を病気で苦しむ方々

にいち早くお届けする事を狙いとしたものです。企業として高度な社会的責任を果たしつつ国民医療の

発展に貢献し、株主をはじめとするステークホルダーすべての期待に十分にお応えすることが、当社経営

の基本方針であります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】
　　当連結会計年度の設備投資総額は165百万円であり、その主な内容は、オフィス移転に伴う造作工事費用及
びパソコン、サーバー等の取得費用97百万円、ソフトウェアの取得費用16百万円、オフィス移転に伴う敷金
・保証金45百万円等であります。なお、設備投資の金額には、有形固定資産、無形固定資産、長期前払費用及
び敷金・保証金を含めております。
　

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社
(平成20年７月31日現在)

事業所名
(所在地)

事業の
種類別セグ
メントの名
称

設備の
内容

帳簿価額(千円)
従業
員数
(名)建物

車両
運搬具

工具、
器具及
び備品

その他 合計

本社
(東京都新宿区)

全社 事務所 33,399 334 30,332196,286260,35342

(注) １　帳簿価額のうち「工具、器具及び備品」には、建設仮勘定が含まれております。
　　 ２　帳簿価額のうち「その他」は、無形固定資産、長期前払費用及び敷金・保証金であります。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
４　現在休止中の主要な設備はありません。

　
(2) 国内子会社

(平成20年７月31日現在)

会社名
事業所名

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備
の内容

帳簿価額（千円）
従業員
数

（所在地） 建物
車両
運搬具

工具器具
備品

その他 合計 （名）

㈱綜合臨床薬理
研究所

本社
（東京都八王子市）

SMO事業 事務所 4,763 － 19,71011724,591189

㈱あすも臨床薬理
研究所

本社
（東京都八王子市）

SMO事業 事務所 26,008 － 13,39660,951100,35657

㈱ベルテール
本社

（福岡県福岡市博多区）
SMO事業 事務所 7,646 53 6,36515,56229,62659

ハイクリップス㈱
本社

（東京都渋谷区）
SMO事業 事務所 3,029 － 6,95910,75020,73956

トライアル
サポート㈱

本社
（高知県高知市）

SMO事業 事務所 4,360 － 749 7,68312,79362

㈱エビデンス
センター

本社
（東京都渋谷区）

その他 事務所 698 － 150 － 849 7

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、無形固定資産、長期前払費用及び敷金・保証金であります。
２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３　現在休止中の主要な設備はありません。

　

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

　(1) 重要な設備の新設等

 当連結会計年度において、重要な設備の新設等の計画はありません。
　

　(2) 重要な設備の除却等

　　経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

　(1) 【株式の総数等】

　　① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 400,000

計 400,000

　

　　② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年10月23日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 107,740 107,740
東京証券取引所
（マザーズ）

(注)

計 107,740 107,740 ― ―

(注) 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　

　(2) 【新株予約権等の状況】

　　①　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予

約権は次のとおりであります。

（平成17年10月27日定時株主総会特別決議）

事業年度末現在
(平成20年７月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 930個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 930株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 282,293円（注１） 同左

新株予約権の行使期間
平成18年11月１日から
平成23年10月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　282,293円　
資本組入額　141,147円

同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はでき

ない
同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当
社取締役会の承認を要します。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

－ －
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(注) １　各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行又は移転する株式１株当

たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値(終値のない日を除く。)に1.05を乗じた

金額(１円未満の端数は切り上げ)、又は発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)の

いずれか高い金額とする。

なお、発行日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場

合（新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切り上げる。

　　調整後行使価額＝
調 整 前

行使価額
×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとす

る。

また、発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整する

ものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　　調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

さらに、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを

得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整

するものとする

　

　　②　会社法第236条、会社法第238条及び会社法第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりで

あります。

（平成19年10月25日定時株主総会特別決議）

事業年度末現在
(平成20年７月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 1,485個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 1,485株（注１） 同左

新株予約権の行使時の払込金額 63,105円（注２） 同左

新株予約権の行使期間
平成21年12月17日から
平成24年12月16日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　63,105円　
資本組入額　31,553円

同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使はでき

ない
同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当
社取締役会の承認を要します。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注３） 同左

新株予約権の取得条項に関する事項 （注４） 同左
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(注) １　新株予約権を発行する日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整

し、調整により生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

　　　調整後付与株式数　＝　調整前付与株式数　×　株式分割・併合の比率　

２　各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることが

できる株式１株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値(以下、「終値」という。)の平均値の金額(１円未満の端数は切り上げる。)

又は発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とする。た

だし、行使価額は以下の調整に服する。

（１）発行日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により行使

　　価額を調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　　調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

　

（２）発行日以降、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う

　　場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、

　　「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第５条第２項の規定に基づく自己株式

　　の譲渡、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に

　　基づく新株引受権の行使、当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換、又は当社普通

　　株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除

　　く。）には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　　調整後行使価額＝
調 整 前

行使価額
×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるもの

とする。

　

（３）発行日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の普通株主への配当を行う場合

　　等行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案のうえ、当社は、

　　合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

　

３　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社

となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合

につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株

予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める

ことを条件とする。

　　（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　再編対象会社の普通株式とする。

　　（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

（４）新株予約権の行為に際して出資される財産の価額

　　交付される各新株予約権の行為に際して出資される財産の価額は、払込金額を組織再編行為の条件等を　

　　勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記（３）に従って決定される当該新株予約権の目的であ

　　る再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
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　　（５）新株予約権を行使することができる期間

　　新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の

　　行使期間の満了日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

　　組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（８）新株予約権の取得条項

　　(注)５の新株予約権の取得条項に準じて決定する。

　

４　下記に掲げる議案が株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた

場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

　　（１）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

（２）当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

（３）当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

（４）当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

　　　についての定めを設ける定款の変更承認の議案

（５）新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

　　　と若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについて

　　　の定めを設ける定款の変更承認の議案

　

　(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

　

　(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額(千円)

資本準備金
残高(千円)

平成15年12月15日

(注)１
20,378 30,567 ― 38,350 ― ―

平成16年４月８日

(注)２
3,000 33,567 561,000599,350889,800889,800

平成16年９月21日

(注)３
67,134 100,701 ― 599,350 ― 889,800

平成17年８月１日から

平成18年７月31日まで

(注)４・５

7,039 107,740765,1671,364,517750,3171,640,117

　(注) １　株式分割(１：３)

平成15年11月27日開催の取締役会決議に基づき、平成15年12月15日付で１株を３株とする株式分割を行って

おります。

　　２ 有償一般募集(ブックビルディング方式)

発行価格 520,000円

引受価額 483,600円

発行価額 374,000円

資本組入額 187,000円

　　３ 株式分割(１：３)

平成16年５月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年９月21日付で１株を３株とする株式分割を行って

おります。

　　４ 平成17年８月１日から平成17年９月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が891株、資

本金が14,850千円増加しております。

　　５ 平成18年１月16日までに新株予約権の行使により、発行済株式総数が6,148株、資本金が750,317千円、資本準

備金が750,317千円増加しております。
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　(5) 【所有者別状況】

(平成20年７月31日現在)

区分

株式の状況

単元未満　株
式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 3 16 60 12 3 6,3256,419 ―

所有株式数
(株)

― 114 1,26711,8221,363 5 93,169107,740 ―

所有株式数
の割合(％)

― 0.11 1.18 10.97 1.27 0.00 86.47100.00 ―

（注）上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が24株含まれております。

　

　(6) 【大株主の状況】

(平成20年７月31日現在)

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

佐々木　幸弘 東京都世田谷区 21,864 20.29

西野　晴夫 東京都八王子市 21,863 20.29

有限会社　ジュピターインベス
トメント

東京都港区西麻布３丁目20番16号　西麻布アネッ
クス

11,000 10.21

庄司　孝 東京都八王子市 7,162 6.65

佐々木　梨乃 東京都世田谷区 3,000 2.79

寺川　和仁 高知県高知市 2,068 1.92

西野　有紀 東京都八王子市 1,275 1.18

西野　ひとみ 東京都八王子市 1,275 1.18

西野　富美子 東京都府中市 1,016 0.94

佐々木　由美子 東京都世田谷区 900 0.84

計 ― 71,423 66.29
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　(7) 【議決権の状況】

　　① 【発行済株式】

(平成20年７月31日現在)

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 107,740 107,740 (注)１、２

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 107,740 ― ―

総株主の議決権 ― 107,740 ―

(注)　１　権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

　　  ２　上記「完全議決権株式（その他）の欄には、証券保管振替機構名義の株式が24株、議決権が24個含まれて

　　　　　おります。

　

② 【自己株式等】

　　　該当事項はありません。
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　(8) 【ストックオプション制度の内容】

　　　当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

　

　　　（平成17年10月27日定時株主総会決議）

　　　　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき、平成17年10月27

日の第16回定時株主総会において特別決議されたものであります。

決議年月日 平成17年10月27日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　７名
当社監査役　　　　　　　　　３名
当社従業員　　　　　　　　　27名
当社子会社取締役及び従業員　１名
社外協力者　　　　　　　　　13名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額  同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 　―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

　―

　

　　　（平成19年10月25日定時株主総会決議）

　　　　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成19年10月25日の定時株主総会において特別決

議されたものであります。

決議年月日 平成19年10月25日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　　　　　　　　　５名
当社従業員　　　　　　　　　15名
当社子会社取締役　　　　　　６名
当社子会社従業員　　　　　　13名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額  同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 　―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

　「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の取得条項に関する事項 同上
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２ 【自己株式の取得等の状況】

　　【株式の種類等】

　　　会社法第155条第３号による普通株式の取得

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　　　該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（平成20年９月12日）での決議状況
（取得期間　平成20年９月16日～平成21年３月19日）

1,000株 50,000,000

当事業年度前における取得自己株式 　― 　― 

当事業年度における取得自己株式 　― 　― 

残存決議株式の総数及び価額の総額 　― 　― 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 　― 　― 

当期間における取得自己株式 　― 　― 

提出日現在の未行使割合（％） 　― 　― 

 (注) 当期間における取得自己株式数には、平成20年10月１日から有価証券報告書提出日までの取得による株式数は含　

まれておりません。

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

株式数（株）
処分価額の総額
（千円）

 引き受ける者の募集を行った
 取得自己株式

　― 　― 　― 　― 

 消却の処分を行った取得自己株式 　― 　― 　― 　― 

 合併、株式交換、会社分割に係る
 移転を行った取得自己株式

2,068  217,352 　― 　― 

 その他（－） 　― 　― 　― 　― 

 保有自己株式数 　― 　 　― 　― 　― 
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３ 【配当政策】

ＳＭＯ事業の市場規模は依然堅調に拡大しており、当面は業界シェア拡大とオペレーション効率向上

により企業価値向上機会を最大に生かすことが主要な株主期待と認識しております。当社は、そのために

必要な内部留保の確保に努めると同時に、余剰した資金については連結業績に応じて、年１回の期末配当

を行うことを基本方針としております。 

　連結業績に応じた利益配分の指標としては配当性向年間30％を基本といたしておりますが、平成20年７

月期の配当金につきましては売上計上基準変更の影響を受けてはいるものの、実質的な業績は順調に推

移していることを考慮し、１株あたり1,000円の普通配当を実施いたしました。

　期末の剰余金の配当につきましては、従前通り定時株主総会の決議によることとし、これ以外の剰余金

の配当等につきましては、機動性を確保する観点等から定款第35条の規定に基づき、取締役会の決議によ

ることといたします。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額　(千円) １株当たり配当額　(円)

平成20年10月23日
定時株主総会決議

107,740 1,000

　

４ 【株価の推移】

　(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第15期 第16期 第17期 第18期 第19期

決算年月 平成16年７月 平成17年７月 平成18年７月 平成19年７月 平成20年７月

最高(円)
2,790,000
※788,000

650,000 343,000 162,000 71,700

最低(円)
1,650,000
※622,000

247,000 112,000 57,000 39,100

(注) １　最高・最低株価は、東京証券取引所（マザーズ）における株価を記載しております。

２　※印は株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

　

　(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

最高(円) 49,000 60,000 50,500 57,800 56,100 50,600

最低(円) 39,900 40,600 46,900 47,500 47,900 44,050

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所（マザーズ）における株価を記載しております。
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５ 【役員の状況】
　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

取締役会長 ―
にし 　の　　はる　　お

西　野　晴　夫 昭和25年４月７日生

昭和52年５月 医師免許取得

(注)３ 21,868

昭和52年５月 東京慈恵会医科大学附属病院内科

研修

昭和54年４月 東京慈恵会医科大学第三病院内科

勤務

昭和61年11月 医学博士号取得

昭和62年９月 医療法人恵仁会松島クリニック院

長(現任)

平成元年12月 当社代表取締役

平成３年10月 株式会社西野コーポレーション代

表取締役社長(現任)

平成５年10月 東京慈恵会医科大学第三病院内科

講師

平成13年８月 当社取締役会長(現任)

平成19年８月 株式会社エビデンスセンター取締

役会長

平成20年10月 株式会社エビデンスセンター取締

役（現任）

取締役
副会長

―
さ　さ　き　 ゆき  ひろ

佐々木　幸　弘 昭和26年８月13日生

昭和52年５月 医師免許取得

(注)３ 21,869

昭和52年５月 東京慈恵会医科大学附属病院内科

研修

昭和54年４月 東京慈恵会医科大学第三病院内科

勤務

昭和55年７月 東京慈恵会医科大学大学院研究科

昭和56年２月 鉄鋼ビル診療所院長(現任)

昭和59年12月 医学博士号取得

平成元年12月 当社代表取締役

平成13年８月 当社取締役副会長(現任)

平成19年８月 株式会社綜合臨床薬理研究所取締

役会長

代表取締役
社長

―
たち　かわ　のり　ゆき

立　川　憲　之 昭和22年６月14日生

昭和47年４月 日本航空株式会社入社

(注)３ 15

平成15年６月 株式会社ＪＡＬプラニング代表取

締役専務

平成18年６月 株式会社ＪＡＬツアーズ常務取締

役

平成20年２月 株式会社綜合臨床薬理研究所監査

役

平成20年８月 当社入社執行役員管理部門担当

平成20年10月 当社代表取締役社長（現任）

取締役
執行役員
経営企画
部長

はし　もと　 とし　や

橋　本　寿　哉 昭和39年５月７日生

昭和62年４月 株式会社日本交通公社（現株式会

社ジェイティービー）入社

(注)３ 10

平成８年５月 株式会社日本エム・ディ・エム入

社

平成13年３月 同社経理部長

平成19年４月 カイフォン日本株式会社入社経理

財務部長

平成20年１月 当社入社管理本部付部長

平成20年２月 当社経営企画部長兼広報・ＩＲ室

長

平成20年８月 当社執行役員経営企画部長

平成20年10月 当社取締役兼執行役員経営企画部

長（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

取締役
相談役

―
しょう　じ 　　　　たかし

庄　司　　　孝 昭和30年１月５日生

昭和52年６月 日本特殊技術株式会社入社

(注)３ 7,162

昭和54年４月
株式会社相互生物医学研究所(現　
株式会社ビー・エム・エル)入社

昭和62年１月
株式会社東京バイオリサーチイン
スティテュート入社

平成元年12月 当社入社

平成７年２月 当社退社

平成７年３月 医療法人社団晴幸会入職

平成８年９月 医療法人社団晴幸会常務理事

平成12年９月 医療法人社団晴幸会常務理事退任

平成12年10月 当社取締役

平成12年11月 当社代表取締役

平成13年８月 当社代表取締役社長

平成17年８月
株式会社日本臨床薬理研究所（現
あすも臨床薬理研究所）代表取締
役社長

平成19年６月
ハイクリップス株式会社代表取締
役社長

平成19年８月
株式会社あすも臨床薬理研究所取
締役会長

平成20年８月
ハイクリップス株式会社取締役
（現任）

平成20年10月 当社取締役相談役（現任）

取締役 ―
なか　やま

中 山 か つ お 昭和40年５月９日生

平成３年10月
太田昭和監査法人(現新日本監査
法人)入所

(注)３ 39

平成４年３月 公認会計士登録

平成12年10月
株式会社モスインスティテュート

監査役

平成15年６月 株式会社アイティフォー監査役

平成15年11月 当社常勤監査役

平成17年６月
株式会社フラクタリスト監査役

(現任)

平成18年10月 当社監査役

平成19年６月
日本コンピュータ・ダイナミクス

株式会社監査役(現任)

平成19年６月

株式会社ネットエイジグループ

(現ngi group株式会社)取締役(現

任)

平成19年６月
ハイクリップス株式会社監査役

（現任）

平成19年８月 あすなろ監査法人代表社員(現任)

平成19年８月
株式会社綜合臨床薬理研究所監査

役

平成20年８月
トライアルサポート株式会社監査

役（現任）

平成20年10月 当社取締役（現任）

常勤監査役 ―
くら　た　 　ただ　まさ

倉　田　忠　正 昭和25年５月11日生

昭和51年４月 アラビア石油株式会社入社

(注)４ 49

平成15年４月 当社入社

平成15年８月 当社取締役管理本部長

平成19年６月
株式会社アスモット監査役（現

任）

平成19年６月
ハイクリップス株式会社取締役管
理部長

平成19年10月 当社関連事業部長兼経理部長

平成20年２月 当社秘書室長

平成20年10月
株式会社あすも臨床薬理研究所監

査役（現任）

平成20年10月 当社常勤監査役（現任）

平成20年10月
ハイクリップス株式会社監査役
（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(株)

監査役 ―
いし　 だ　　かつ　ひさ

石　田　勝　久 昭和25年８月21日生

昭和49年４月 奥多摩工業株式会社入社

(注)４ 54

昭和51年９月 宗教法人本源院代表役員(現任)

平成３年12月 奥多摩町町議会議員

平成11年９月
社会福祉法人グリーンウッド理事
長

平成13年８月 当社監査役(現任)

平成19年８月
株式会社綜合臨床薬理研究所監査
役(現任)

監査役 ―
おき 　くら　　　つよし

沖 　倉　 　強 昭和25年５月23日生

昭和50年２月
扶桑監査法人(現新日本監査法人)

入所

(注)５ 54

昭和53年10月 公認会計士登録

昭和55年９月 沖倉公認会計士事務所所長(現任)

平成元年12月 当社顧問

平成14年６月 当社取締役

平成18年９月

株式会社日本臨床薬理研究所（現

株式会社あすも臨床薬理研究所）

監査役

平成18年10月 当社監査役（現任）

平成19年８月
株式会社綜合臨床薬理研究所監査

役（現任）

監査役 ―
さ　さ　き　 　　 ただし

佐 々 木　　正昭和25年６月８日生

昭和51年３月
中央共同監査法人(現あずさ監査

法人)入所

(注)４ 　― 昭和55年３月 公認会計士登録

平成10年４月 双葉監査法人代表社員（現任）

平成20年10月 当社監査役（現任）

計 51,120

　(注)　１　取締役中山かつお氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役石田勝久及び監査役佐々木正の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３　平成20年10月23日開催の第19期定時株主総会終結の時から１年間

４　平成20年10月23日開催の第19期定時株主総会終結の時から４年間

５　平成18年10月26日開催の第17期定時株主総会終結の時から４年間
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

　

　(1) コーポレート・ガバナンスの基本的考え方

　　　当社では、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナン

スの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な施策と位

置付けております。

　

　(2) 会社の機関の内容および内部統制システムの整備状況

　　①　会社の機関の基本説明

　　　ａ　取締役会の開催状況

当社は、意思決定のスピード化と経営施策遂行における透明性確保の観点から、取締役及び監査役

の出席によって、月１回以上取締役会を開催し、経営施策の報告、検証を定期的に行っております。平

成20年10月23日現在における取締役の数は６名であり、当社の取締役は12名以内とする旨を定款で

定めております。

　　　ｂ　監査役制度の採用

当社は、監査役制度を採用しており、株主総会のもとに法定機関である監査役会を設置し、監査役

会を定期的に開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、適宜意見を述べると共に経営執

行状況の定時的確な把握と監視に努めております。

また、社外監査役の機能発揮をいう面も含めて、会社法が求める監査役の役割は充分に果たしている

ものと考えております。

　なお、平成20年10月23日現在における監査役は４名であり、その内２名が社外監査役であります。当

社の監査役は４名以内とする旨を定款で定めております。

　　　ｃ　社外取締役の採用

当社は、社外取締役制度を採用しており、株主の代理人としての立場から、業務を執行しない客観

的な立場から経営判断を行うことが出来る体制に努めております。

　　　ｄ　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利

　　害関係の概要

当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関

係はありません。

　

　　②　会社の機関・内部統制の関係を示す図表
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　　③　内部監査制度

代表取締役の直轄の下、全部署を対象として業務の適正な運営を図るとともに、財産を保全し、不正

過誤の防止を図ることを目的として専任者２名により内部監査を実施しております。

　

　　④　会計監査の内容

当社は、当連結会計年度において、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法監査に基づく会計

監査人は仰星監査法人が担当いたしました。

　　　　

　　⑤　内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携について

当社の内部監査、監査役監査及び会計監査人の間では、情報の共有ならびに意見交換に努めており、

三者それぞれの独立性を保持しつつ、監査の有効性・効率性を確保しております。

内部監査室は内部監査計画立案時において常勤監査役との間で意見交換を行うとともに、内部監査

結果につきましても報告しております。常勤監査役は内部監査室の監査実施状況を聴取し、その指摘事

項のフォロー・検証を行うことなどにより、監査役監査を一層効果的かつ効率的なものとするよう努

めております。また、監査役会は、会計監査人の監査計画についての説明を受け、内部統制システムの評

価などを中心に監査課題の共有化を図るほか、期中・期末に行われる監査結果の講評を受け、以後の監

査活動の参考にしております。

　　　

　　⑥　会社情報の適時開示体制

　　ａ　決算情報に関する適時開示に係る社内体制

決算短信（第２四半期・四半期含む）など、決算に関する開示事項につきましては、経理部長を開示

資料作成責任者としてその指揮の下、経理部を中心として原案を作成いたします。また、同じ時期に監

査法人の会計監査及び指導を受けて開示資料原案として取り纏められます。

作成された原案は情報開示担当の取締役経営企画部長から、情報開示担当以外の取締役及び監査役

に提出されて内容確認を受けるほか、業績予想の修正などの開示の要否が検討されます。

　その後速やかに取締役会が招集され、営業報告及び決算数値の承認を受け、取締役経営企画部長（情

報開示担当）への開示の指示を経て情報開示（公表措置）を行います。

　なお、業績予想の修正など事実を迅速に開示する必要がある場合には、臨時取締役会を招集し、付議・

承認を経て情報開示（公表措置）を行います。

この体制図を示すと以下の通りであります。
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　　ｂ　その他の重要情報に関する適時開示に係る社内体制

決算情報以外の重要事実が取締役会で決定された場合（決定事実に関する情報）には、速やかに取

締役経営企画部長（情報開示担当）への開示の指示を経て情報開示（公表措置）を行います。

また、災害に起因する損害の発生や主要株主の異動など、開示すべき事実が発生した場合（発生事実

に関する情報）には、当該情報を取締役経営企画部長に集約し、総務部長などが事実確認にあたった上

で臨時取締役会が招集され、各担当取締役から取締役会への重要事実の報告がなされます。その後、速

やかに取締役経営企画部長（情報開示担当）への開示の指示を経て情報開示（公表措置）を行いま

す。

なお、決定事実及び発生事実の情報開示にあたっては、必要に応じて東京証券取引所・関東財務局に

事前相談を行うほか、弁護士・監査法人などのアドバイスを受けることとしております。

この体制図を示すと以下の通りであります。
　

　
　

　(3) リスク管理体制の整備の状況

　　①　業務遂行上のリスクの管理

当社及び当社グループにおいては、受注・売上・外注・総務・経理などの主要業務につき、担当部門

を分けることで内部牽制が働くようにしております。その上で、社長直轄の内部監査室が各部門の業務

活動が社内諸規程に準拠して運営されているかを監査する体制としております。各担当部門はそれぞ

れ自主的かつ主体的にリスクに対応し、重要な事項については取締役会等へ報告され対応を協議して

います。

また、社内での事故及び事件に類するリスクの未然防止施策案ならびに発生時の対応等について検

討・調整・決定する機関として、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、

未然防止活動を実施するほか、事故発生時の緊急対応に備えております。

　

　　②　情報漏洩リスクの管理

当社及び当社グループの業務遂行上、お客様の了解を得た上で、個人情報を含む重要情報に接する機

会があります。このため、社内にセキュデンス委員会を設け、情報管理規程・細則を制定するとともに、

役員、従業員全員向けに社内規程の勉強会を実施し周知徹底を図るなど情報漏洩対策の諸施策を既に

実施しております。各部門長は情報管理責任者となり担当部門内のセキュリティ管理の責任を負うと

ともに、各部署に情報管理担当者を配置して管理する体制となっております。

また、インサイダー取引規制への対応といたしましては、「内部者取引管理規程」を制定し、取引先

重要情報や自社株式の売買の管理を行うほか、社内研修等で啓蒙しております。
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　(4)役員報酬の内容

　　　取締役及び監査役に支払った報酬の額等は以下のとおりです。

　　　取締役に支払った報酬　88,548千円

　　　監査役に支払った報酬　23,689千円

  （注）取締役の報酬の額等には、ストックオプションとして付与いたしました新株予約権に係る当事業年

度の費用計上額7,448千円を含んでおります。

　

　(5)監査法人に支払った報酬の額等

　　　公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　23,000千円

　　　監査証明業務以外の報酬　　　　　　　　　　　　　　　　 800千円

      

　(6) 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名

業務執行社員
中川隆之

仰星監査法人
原　伸夫

　（注）継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。

なお、監査業務に係る補助者は、公認会計士３名及び会計士補２名、その他２名で構成しております。

　

　(7) 取締役の定数

　　　　当社は、取締役の定数について、12名以内とする旨を定款で定めております。

　

　(8) 取締役の選任決議要件

　　　　当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の

　　　１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

　　　また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

　

　(9) 株主総会の特別決議要件

　　　　当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使する

　　　ことができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上

　　　をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和

　　　することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

　

　(10) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

　　　①自己株式の取得

　　　　　当社は、会社法第165条第２項の規定により、機動的な資本政策等を遂行するため、取締役

　　　　会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

　　　②中間配当

　　　　　当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、毎年１月31日を基準日として、取

　　　　締役会の決議によって会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）をすることが

　　　　できる旨を定款で定めております。

　

　(11) 取締役及び監査役の責任免除

　　　　　当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法

　　　　第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であったものを含む）

　　　　及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除すること

　　　　が出来る旨定款に定めております。

　　　　　また、当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、

　　　　任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することが出来る旨定款に定め

　　　　ております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、300万円以上であらかじめ定めた金

　　　　額又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　　前連結会計年度（平成18年８月１日から平成19年７月31日）は、改正前の連結財務諸表規則に基づき、当

連結会計年度（平成19年８月１日から平成20年７月31日）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作

成しております。

　　なお、当連結会計年度（平成19年８月１日から平成20年７月31日）については、「企業内容等の開示に関

する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」（平成19年８月15日内閣府令第65号）附則第10条第２項第

１号ただし書きにより、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

　前事業年度（平成18年８月１日から平成19年７月31日）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業

年度（平成19年８月１日から平成20年７月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しており

ます。

　　なお、当事業年度（平成19年８月１日から平成20年７月31日）については、「企業内容等の開示に関する

内閣府令等の一部を改正する内閣府令」（平成19年８月15日内閣府令第65号）附則第９条第２項第１号

ただし書きにより、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、前連結会計年度(平成18年８月１日から平成19年７月31日まで)及び前事業年度(平成18年８月１

日から平成19年７月31日まで)は旧証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当連結会計年度(平成19年

８月１日から平成20年７月31日まで)及び当事業年度(平成19年８月１日から平成20年７月31日まで)は金

融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表並びに財務諸表について、仰星監

査法人により監査を受けております。
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１ 【連結財務諸表等】

　(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　
前連結会計年度
(平成19年７月31日)

当連結会計年度
(平成20年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 2,692,697 2,975,997

　２　受取手形及び売掛金 ─ 491,350

　３　売掛金 863,590 ─

　４　たな卸資産 718,117 1,713,066

　５　繰延税金資産 223,839 155,911

　６　その他 261,613 140,212

　　  貸倒引当金 △6,600 △4,404

 　　流動資産合計 4,753,25875.2 5,472,13369.9

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　（1）建物 98,324 128,773

　　　　 減価償却累計額 △41,045 57,278 △48,866 79,907

　　（2）その他 247,246 258,702

　　　　 減価償却累計額 △164,71482,531 △180,65178,051

　　　有形固定資産合計 139,8102.2 157,9582.0

　２　無形固定資産

　　（1）のれん 967,629 1,823,978

　　（2）その他 143,394 114,538

　　　無形固定資産合計 1,111,02417.6 1,938,51724.8

　３　投資その他の資産

　　（1）投資有価証券 ※１ 116,824 26,036

　　（2）繰延税金資産 38,057 56,768

　　（3）その他 165,498 184,002

　　　　 貸倒引当金 △6,000 △6,000

　　　投資その他の資産合計 314,3805.0 260,8073.3

　　　固定資産合計 1,565,21524.8 2,357,28330.1

　　　資産合計 6,318,474100.0 7,829,417100.0

　

EDINET提出書類

株式会社綜合臨床ホールディングス(E05394)

有価証券報告書

 39/100



　 前連結会計年度
(平成19年７月31日)

当連結会計年度
(平成20年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　買掛金 38,072 18,437

　２　短期借入金 ※２ 28,348 647,592

　３　未払法人税等 40,342 130,762

　４　前受金 1,236,292 2,028,570

　５　賞与引当金 86,031 72,335

　６　受注損失引当金 36,598 41,785

　７　その他 471,891 496,840

　　　流動負債合計 1,937,57730.7 3,436,32443.9

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 476,000 424,442

　２　退職給付引当金 9,602 13,273

　３　その他 1,677 1,227

　　　固定負債合計 487,2797.7 438,9425.6

　　　負債合計 2,424,85738.4 3,875,26649.5

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 1,364,517 1,364,517

　２　資本剰余金 1,640,117 1,640,117

　３　利益剰余金 863,850 655,762

　４　自己株式 △217,352 ─

　　　株主資本合計 3,651,13357.8 3,660,39846.8

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

△5,507 △269

　　　評価・換算差額等合計 △5,507△0.1 △269△0.0

Ⅲ　新株予約権 ─ ─ 9,2940.1

Ⅳ　少数株主持分 247,9903.9 284,7263.6

　　　純資産合計 3,893,61761.6 3,954,15050.5

　　　負債・純資産合計 6,318,474100.0 7,829,417100.0
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② 【連結損益計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
　至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
　至　平成20年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 3,126,244100.0 4,110,224100.0

Ⅱ　売上原価 1,854,39259.3 2,172,04752.8

　　　売上総利益 1,271,85240.7 1,938,17747.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 1,043,23233.4 1,558,99837.9

　　　営業利益 228,6197.3 379,1789.2

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 2,963 5,456

　２　受取配当金 6,154 1,200

　３　投資有価証券売却益 11,127 ─

　４　人材紹介料 7,142 ─

　５　保険解約返戻金 ─ 5,439

　６　還付加算金 ─ 3,797

　７　業務委託費返戻金 4,751 4,571

　８　雑収入 3,949 36,0881.2 5,605 26,0700.6

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 2,379 13,098

　２　投資有価証券売却損 ─ 18,000

　３　雑損失 1,262 3,6420.1 2,673 33,7710.8

　　　経常利益 261,0658.4 371,4779.0

Ⅵ　特別利益

　１　貸倒引当金戻入益 4,076 2,726

　２　オフィス移転費用補填金 2,000 ─

　３　過年度関係会社株式
　　　取得価額修正益

─ 1,618

　４　固定資産売却益 ※３ ─ 6,0760.2 514 4,8590.1

Ⅶ　特別損失

　１　投資有価証券評価損 29,799 ─

　２　投資有価証券売却損 50,000 ─

　３　オフィス閉鎖損 9,366 ─

　４　オフィス移転費用 ─ 27,548

　５　固定資産除却損 ※４ ─ 20,882

　６　減損損失 ※２ 4,516 ─

　７　その他 8,813 102,4963.3 922 49,3531.2
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　 前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
  至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
  至　平成20年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

　　　税金等調整前当期純利益 164,6455.3 326,9848.0

　　　法人税、住民税及び
　　　事業税

95,816 175,993

　　　法人税等調整額 △152,845△57,029△1.8 53,444229,4385.6

　　　少数株主損益 121,7433.9 68,1411.7

　　　当期純利益　　　 99,9313.2 29,4040.7
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　

株主資本 評価・換算差額等
少数

株主持分資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

平成18年７月31日残高(千円)1,364,5171,640,117870,263 － 3,874,899 △4,516 93,577

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △107,740 △107,740

　当期純利益 99,931 99,931

　自己株式の取得 △217,352△217,352

  持分法適用会社の減少に
  伴う利益剰余金の増加高

1,395 1,395

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額
 （純額）

△990 154,412

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

－ － △6,413△217,352△223,765 △990 154,412

平成19年７月31日残高(千円)1,364,5171,640,117863,850△217,3523,651,133 △5,507 247,990

　

当連結会計年度(自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日)

　

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権
少数

株主持分資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金

平成19年７月31日残高（千円)1,364,5171,640,117863,850△217,3523,651,133 △5,507 － 247,990

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △105,672 △105,672

　当期純利益 29,404 29,404

　自己株式の処分 △131,819217,35285,532

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額
 （純額）

5,237 9,29436,735

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

－ － △208,087217,352 9,264 5,237 9,29436,735

平成20年７月31日残高（千円)1,364,5171,640,117655,762 － 3,660,398 △269 9,294284,726
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
　

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
　至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
　至　平成20年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　　税金等調整前当期純利益 164,645 326,984

　　　減価償却費 77,934 104,995

　　　のれん償却額 51,369 91,266

      減損損失 4,516 －
      過年度関係会社株式
　　　取得価額修正益

－ △1,618

　　　貸倒引当金の減少額(△) △4,329 △2,523

　　　賞与引当金の増加額又は減少額(△) 13,771 △23,170
　　　受注損失引当金の増加額
　　　又は減少額(△)

△478 5,186

　　　受取利息及び受取配当金 △9,117 △6,657

　　　支払利息 2,379 13,098

　　　投資有価証券売却益 △11,127 －

　　　投資有価証券売却損 50,000 18,000

　　　投資有価証券評価損 29,799 －

　　　固定資産売却益 － △514

　　　固定資産売却損 － 196

　　　固定資産除却損 1,927 20,882

　　　売上債権の増加額(△)又は減少額 160,122 432,294

　　　たな卸資産の増加額(△)又は減少額 △363,799 △937,443

　　　前渡金の増加額(△)又は減少額 △26,534 115,690

　　　仕入債務の増加額又は減少額(△) 25,841 △19,634

      未収消費税等の増加額(△)又は減少額 △20,422 11,802

　　　未払消費税等の増加額又は減少額(△) △27,910 48,743

　　　前受金の増加額 453,999 666,782

　　　その他 111,505 △32,037

　　　　小計 684,095 832,326

　　　利息及び配当金の受取額 9,105 6,671

　　　利息の支払額 △2,379 △13,954

　　　法人税等の支払額 △201,127 △95,400

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 489,693 729,643

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　　定期預金の預入れによる支出 － △112,320

　　　定期預金の解約による収入 － 12,281

　　　有形固定資産の取得による支出 △43,270 △88,356

      有形固定資産の売却による収入 1,700 2,509

　　　無形固定資産の取得による支出 △38,480 △31,243

　　　投資有価証券の取得による支出 △257,411 △27,484

　　　投資有価証券の売却による収入 398,697 122,344
　　　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取
　　　得による支出

※２ △35,370 △738,489

　　　子会社株式の追加取得による支出 － △122,000

　　　関係会社株式の取得による支出 △7,100 －

　　　貸付けによる支出 △16,000 △1,109

　　　貸付金の回収による収入 16,000 1,109

　　　保険積立金の解約による収入 － 17,632

　　　その他 △14,622 △16,558

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー 4,144 △981,685
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前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
　至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
　至　平成20年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　短期借入金の純増減額 － 600,000

　　　長期借入金の返済による支出 － △32,314

      子会社清算による少数株主への分配金 △1,664 －

　　　自己株式の取得による支出 △218,267 －

　　　配当金の支払額 △106,679 △104,657

　　　少数株主への配当金の支払額 － △27,727

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー △326,612 435,301

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 167,225 183,260

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,513,191 2,680,416

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,680,416 2,863,677
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 

　   ３社 

   連結子会社の名称 

　　 株式会社日本臨床薬理研究所

　　 株式会社ベルテール 

　　 ハイクリップス株式会社

　上記のうち、ハイクリップス株式会社

については、当連結会計年度において

株式取得により新たに連結子会社に含

めております。

　また、前連結会計年度において連結子

会社でありました株式会社ＳＯＧＯ

メディプラスについては、平成19年７

月31日付にて清算結了いたしました

が、清算結了時までの損益計算書及び

キャッシュ・フロー計算書については

連結しております。

(1)連結子会社の数 

　   ６社 

   連結子会社の名称 

　　 株式会社綜合臨床薬理研究所

　　 株式会社エビデンスセンター

　　 株式会社あすも臨床薬理研究所

　　 株式会社ベルテール 

　　 ハイクリップス株式会社

　　 トライアルサポート株式会社　

　上記のうち、株式会社綜合臨床薬理研

究所及び株式会社エビデンスセンター

については、平成19年８月１日付で持

株会社体制への移行に伴って、新設分

割したことにより新たに連結子会社に

含めております。

　また、トライアルサポート株式会社に

つきましては、当連結会計年度におい

て株式取得により新たに連結子会社に

含めております。

　なお、株式会社あすも臨床薬理研究所

については、平成19年８月１日付で株

式会社日本臨床薬理研究所より商号変

更しております。

(2)主要な非連結子会社の名称等

　 株式会社アスモット

(連結の範囲から除いた理由）

　株式会社アスモットについては、当連

結会計年度において新たに設立し子会

社となりましたが、小規模であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合

う額)等はいずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため連結の

範囲から除外しております。

(2)主要な非連結子会社の名称等

　 株式会社アスモット

(連結の範囲から除いた理由）

　株式会社アスモットについては、小規

模であり、合計の総資産、売上高、当期

純損益(持分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等はいずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため連結の範囲から除外しておりま

す。　

２　持分法の適用に関する事項 (1)持分法を適用した非連結子会社及

　 び関連会社の数 

　   該当事項はありません。

　なお、前連結会計年度において持分法

適用会社であった、株式会社東京健康

管理センターについては、重要性の低

下により当連結会計年度より持分法適

用の範囲から除外しております。

(1)持分法を適用した非連結子会社及

　 び関連会社の数 

　　   　同左

──────

(2)持分法非適用の非連結子会社及び

　 関連会社の名称

　   株式会社アスモット

　　 株式会社東京健康管理センター

　   ＨＭＲ株式会社

（理由）

　当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がないために

持分法の適用範囲から除外しておりま

す。

(2)持分法非適用の非連結子会社及び

　 関連会社の名称

　　　　　同左

　

（理由）

　　　　　同左　
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

３　連結子会社の事業年度等に

関する事項
 

　連結子会社のうちハイクリップス株
式会社の決算日は６月30日でありま
す。
　連結財務諸表の作成に当たっては、
同決算日の財務諸表を使用しておりま
す。ただし、連結決算日との間に生じ
た重要な取引については、連結上必要
な調整を行っております。

　連結子会社のうちハイクリップス株
式会社の決算日は６月30日でありま
す。
　連結財務諸表の作成に当たっては同
決算日の財務諸表を使用しておりま
す。ただし、連結決算日との間に生じた
重要な取引については連結上必要な調
整を行っております。
　トライアルサポート株式会社の決算
日は３月31日でしたが、平成20年６月
25日開催の定時株主総会において決算
日を７月31日に変更いたしました。
　連結財務諸表の作成に当たっては同
決算日の財務諸表を使用しておりま
す。

４　会計処理基準に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

 

①　有価証券 

　　　子会社株式及び関連会社株式 

　　　　非連結子会社及び持分法非適用関

連会社株式については、移動平

均法による原価法

 

①　有価証券 

　　　子会社株式及び関連会社株式 

　　　　　同左

　　　満期保有目的の債券 

　　　　定額法による償却原価法

──────

　　　その他有価証券 

　　　　時価のあるもの 

　　　　　連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）

　　　その他有価証券 

　　　　時価のあるもの 

　　　　　同左

　　　　時価のないもの 

　　　　　移動平均法による原価法

　　　　時価のないもの 

　　　　　同左

②　たな卸資産 

　　　　商品

　　　　総平均法による原価法

②　たな卸資産 

　　　　商品

　　　　　同左　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　仕掛品 

　　　　個別法による原価法

　　　　仕掛品 

　　　　　同左　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　貯蔵品 

　　　　最終仕入原価法による原価法

　　　　貯蔵品 

　　　　　同左　

　(2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法
 

①　有形固定資産

　　　定率法を採用しております。
　　　ただし取得価額10万円以上20万円
未満の少額減価償却資産について
は、一括償却資産として３年間で
均等に償却する方法を採用してお
ります。

　　　なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

　　　　建物　　　　　３～18年 
　　　　車両運搬具　　　　６年
　　　  工具器具備品　４～20年

①　有形固定資産

　　　　　同左

EDINET提出書類

株式会社綜合臨床ホールディングス(E05394)

有価証券報告書

 47/100



　

項目
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

────── （追加情報）
　法人税法の改正に伴い、平成19年３月
31日以前に取得した資産については、
改正前の法人税法に基づく減価償却の
方法の適用により、取得価額の５％に
到達した連結会計年度の翌連結会計年
度より、取得価額の５％相当額と備忘
価額との差額を５年間にわたり均等償
却し、減価償却費に含めて計上してお
ります。
　なお、これによる当連結会計年度の損
益に与える影響は軽微であります。

 
②　無形固定資産 

　　　定額法を採用しております。

　　　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用し

ております。
 

②　無形固定資産 

　　　　　同左
 

　(3) 重要な引当金の計上基準

 

①　貸倒引当金 

　　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

①　貸倒引当金 

　　　　　同左

②　賞与引当金 

　　従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当連結会計年度の

負担額を計上しております。

②　賞与引当金 

　　　　　同左

③　受注損失引当金 

　　受注契約に係る将来の損失に備える

ため、当連結会計年度末における受

注契約に係る損失見込額を計上して

おります。 

③　受注損失引当金 

　　　　　同左

④　退職給付引当金 

　　一部の連結子会社では、従業員の退

職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務の見込額

に基づき計上しております。なお、退

職給付債務の見込額は、簡便法(退職

給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法)により計

算しております。

④　退職給付引当金 

　　　　　同左

　(4) 重要なリース取引の処理

方法

 

　　リース物件の所有権が借主に移

　転すると認められるもの以外のフ

　ァイナンス・リース取引について

　は、通常の賃貸借取引に係る方法

　に準じた会計処理によっておりま

　す。

　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

　(5) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

 

①　収益及び費用の計上基準

　売上高計上基準

　　ＳＭＯ事業収入については、治験の

契約期間が１年超で、かつ１治験実

施施設あたりの契約金額が5,000千

円以上のＳＭＯ事業については原則

として進行基準を適用し、それ以外

のＳＭＯ事業については完成基準を

適用しております。ただし、連結子会

社においては、完成基準を適用して

おります。その他の事業収入につい

ては、完成基準を適用しております。

 

①　収益及び費用の計上基準

　売上高計上基準

　　ＳＭＯ事業収入及びその他の事業収

入については、いずれも完成基準を

適用しております。

 

②　消費税等の会計処理 

　　消費税及び地方消費税の会計処理に

ついては、税抜方式によっておりま

す。

②　消費税等の会計処理 

　　　　　同左

５　連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

 

　　連結子会社の資産及び負債の評

　価方法は、全面時価評価法によっ

　ております。

　　　　　同左

６　のれんの償却に関する事項 　　のれん勘定は20年で均等償却してお

ります。

 

　　　　　同左

７　連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

　　手許現金、要求払預金及び取得

　日から３ヶ月以内に満期日の到来

　する流動性の高い、容易に換金可

　能であり、かつ、価値の変動につ

　いて僅少なリスクしか負わない短

　期的な投資であります。

 

　　　　　同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

１　収益の計上基準の変更 　当社のＳＭＯ事業収入の収益の計上

基準については、従来、原則として進行

基準によっておりましたが、当連結会

計年度より、１治験の契約期間が１年

超で、かつ１治験実施施設あたりの契

約金額が5,000千円以上のＳＭＯ事業

については原則として進行基準を適用

し、それ以外のＳＭＯ事業については

完成基準を適用することに変更してお

ります。この変更は治験にかかる獲得

症例数が契約症例数を下回り当初の契

約金額が減額となる、いわゆるカット

オフと呼ばれる事象が近年増加傾向に

あり、特に契約期間が短くかつ契約金

額が少額な案件については利益の見積

りに大きな影響を及ぼすことになり、

進行基準の適用が適さない場合が増加

する傾向にあることから、当連結会計

年度より１治験の契約期間が１年超

で、かつ１治験実施施設あたりの契約

金額が5,000千円以上のＳＭＯ事業に

ついては原則として進行基準を適用

し、それ以外のＳＭＯ事業については

完成基準を適用することに変更したも

のであります。

　この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べ、売上高が354,686千円及び

売上原価が236,275千円減少し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益がそれぞれ118,410千円減少して

おります。

  当社（旧株式会社綜合臨床薬理研究

所）のＳＭＯ事業収入の収益の計上基

準については、従来、治験の契約期間が

１年超で、かつ１治験実施施設あたり

の契約金額が5,000千円以上のＳＭＯ

事業については原則として進行基準を

適用し、それ以外のＳＭＯ事業につい

ては完成基準を適用し、また連結子会

社においてはすべてのＳＭＯ事業につ

いて完成基準を適用しておりました

が、当連結会計年度より、すべてのＳＭ

Ｏ事業収入について完成基準を適用す

ることに変更しております。

　この変更は、当社（旧株式会社綜合臨

床薬理研究所）が平成19年８月１日付

けで会社分割によりＳＭＯ事業及びエ

ビデンス事業を子会社へ承継させ、当

社（株式会社綜合臨床ホールディング

ス）は持株会社へ移行したため、企業

集団としてより適切に財政状態及び経

営成績を開示するという観点から、親

会社及び子会社が採用する会計処理の

原則及び手続きを統一し、すべてのＳ

ＭＯ事業について完成基準を適用する

ことに変更したものです。

　この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べ、売上高が1,038,232千円及

び売上原価が688,312千円減少し、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益がそれぞれ349,920千円減少し

ております。

２　減価償却方法の変更 平成19年度法人税法改正に伴い、平成

19年４月１日以降に取得した有形固定

資産については改正後の償却方法によ

り減価償却費を計上しております。

　なお、これによる当連結会計年度の損

益に与える影響は軽微であります。

──────
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表示方法の変更

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当連結会計年度から「のれ

ん」と表示しております。

──────

（連結キャッシュ・フロー計算書）

１　前連結会計年度において、「連結調整勘定償却

　額」として掲記されていたものは、当連結会計年度

　から「のれん償却額」と表示しております。

２　前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

　ュ・フローの「引当金の減少額」については、金額

　的重要性が増したため、当連結会計年度より「貸倒

　引当金の減少額」（前連結会計年度△525千円）「賞

　与引当金の増加額」（前連結会計年度△6,478千円）

　「受注損失引当金の減少額」（前連結会計年度△

　31,635千円）として区分掲記しております。

　　なお、「退職給付引当金の増加額」（前連結会計

　年度△16,667千円、当連結会計年度1,870千円）につ

　いては、当連結会計年度において営業活動によるキ

　ャッシュ・フローの「その他」に含めて表示してお

　ります。

──────
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成19年７月31日)

当連結会計年度
(平成20年７月31日)

 

※１　  非連結子会社及び関連会社に対するものは、次
のとおりであります。

　　　　投資有価証券（株式）　12,100千円
 
※２　  運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行

１行と当座貸越契約を締結しております。当該契
約に基づく当連結会計年度末の借入金未実行残
高は次のとおりであります。
当座貸越限度額 150,000千円
借入実行残高 －千円
差引額 150,000千円

 

 

※１　  非連結子会社及び関連会社に対するものは、次
のとおりであります。

　　　　投資有価証券（株式）　12,100千円
 
※２　  運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行

２行と当座貸越契約を締結しております。当該契
約に基づく当連結会計年度末の借入金未実行残
高は次のとおりであります。
当座貸越限度額 1,000,000千円
借入実行残高 600,000千円
差引額 400,000千円

 

　

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

　　　役員報酬　　　　　　  　161,639千円

　　　給料・賞与　　　　　　　385,320千円

　　　賞与引当金繰入額 　　　　11,210千円

　　　退職給付費用　　　　　    6,693千円

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

　　役員報酬　　　　　　　　　261,980千円

　　給料・賞与　　　　　　　　461,627千円

　　賞与引当金繰入額 　　　　　17,981千円

　　退職給付費用　　　　　　    7,838千円

※２　減損損失
　　当社は、平成19年３月９日開催の取締役会におい
　て、連結子会社である株式会社ＳＯＧＯメディプラ
　スの解散を決議しました。これに伴い当該会社を単
　位とする資産グループにかかる「のれん」の回収可
　能性はないものとして、その帳簿残高を全額減損
　し、減損損失（4,516千円）として特別損失に計上し
　ました。
　　当社及び当社子会社の、減損の対象となる資産の
　グルーピングに関しては、規模等を鑑み会社単位を
　基準としてグループ化しております。

※２　　　　　　　　──────
 

※３　　　　　　　　──────
 

※３　固定資産売却益の内訳は以下のとおりでありま
　　　す。

　　車両運搬具　　　　　　　 　　514千円

※４　　　　　　　　──────
 
 

※４　固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま
　　　す。

　　建物 　　　10,242千円

　　工具、器具及び備品 　　　 6,929千円

　　ソフトウェア 　　　 3,544千円

　　その他 　　　 　166千円

　　　　　計 　　　20,882千円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

　前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日） 
　

　 １　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                                                                    　 （単位：株）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

　普通株式（株） 107,740 － － 107,740

　合計 107,740 － － 107,740

自己株式(注)

　普通株式（株） － 2,068 － 2,068

　合計 － 2,068 － 2,068

  （注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,068株は、機動的な資本政策を遂行するために平成18年９月15日

　　　　及び平成19年３月９日開催の取締役会決議に基づき取得したものであります。

　

　２　新株予約権等に関する事項

　

区分 内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）前連結会計

年度末
増加 減少

当連結会計
年度末

　提出会社
ストック・オプ
ションとしての
新株予約権

　普通株式 　　　　― ― ― ― ―

　（注）ストック・オプションとしての新株予約権の内容につきましては、（ストック・オプション等関係）

　　　　に記載しております。

　

　３　配当に関する事項

　　　（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の

　総額（千円）
１株当たり
　配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月26日
定時株主総会

普通株式 　　　107,740　　　　　1,000
平成18年
７月31日

平成18年
10月27日

　　　 　

　　（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と
　　　　　 なるもの

　　　 　平成19年10月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の

　総額（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年
10月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 　　　105,672　　　1,000
　平成19年
　７月31日

平成19年
10月26日
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　当連結会計年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日） 
　

　 １　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
                                                                    　 （単位：株）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

　普通株式（株） 107,740 － － 107,740

　合計 107,740 － － 107,740

自己株式

　普通株式（株） 2,068 － 2,068 －

　合計 2,068 － 2,068 －

　(注)　普通株式の自己株式2,068株の減少は、平成20年２月７日開催の取締役会決議に基づき、トライアル

　　　　サポート株式会社の株式取得の対価の一部として譲渡したものであります。

　

　２　新株予約権等に関する事項

　

区分 内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
（千円）前連結会計

年度末
増加 減少

当連結会計
年度末

　提出会社
ストック・オプ
ションとしての
新株予約権

― ― ― ― ― 　　9,294　

　（注）ストック・オプションとしての新株予約権の内容につきましては、（ストック・オプション等関係）

　　　　に記載しております。

　

　３　配当に関する事項

　　　（1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の

　総額（千円）
１株当たり
　配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年10月25日
定時株主総会

普通株式 　　　105,672　　　　　1,000
平成19年
７月31日

平成19年
10月26日

　　　 　

　　（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度と
　　　　　 なるもの

　　　 　平成20年10月23日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の

　総額（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年
10月23日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 107,7401,000
　平成20年
　７月31日

平成20年
10月24日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,692,697千円
預入期間が３ヶ月を超える定期預
金

△12,281千円

現金及び現金同等物 2,680,416千円

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,975,997千円
預入期間が３ヶ月を超える定期預
金

△112,320千円

現金及び現金同等物 2,863,677千円

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

　　　株式の取得により連結することとなった主な子会社

の連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式取得

価額と取得のための支出(純額)との関係は、次のと

おりであります。

 
 

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

　　　株式の取得により連結することとなった主な子会社

の連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式取得

価額と取得のための支出(純額)との関係は、次のと

おりであります。

 
 

　　　会社名　ハイクリップス株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

流動資産 427,397

固定資産 47,647

のれん 23,351

流動負債 △108,608

少数株主持分 △34,334

株式の取得価額 355,454

現金及び現金同等物 △320,083

取得のための支出 35,370

 

　　　会社名　トライアルサポート株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

流動資産 357,248

固定資産 40,215

のれん 786,132

流動負債 △175,130

少数株主持分 △44,466

株式の取得価額 964,000

現金及び現金同等物 △225,510

取得のための支出 738,489

 

　

EDINET提出書類

株式会社綜合臨床ホールディングス(E05394)

有価証券報告書

 55/100



(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

有形固定資産
　「その他」

14,370千円10,953千円3,416千円

無形固定資産
　「その他」

1,163千円1,105千円58千円

　　合　計 15,533千円12,058千円3,474千円

取得価額
相当額

減価償却
累計額
相当額

期末残高
相当額

有形固定資産
　「その他」

19,206千円8,274千円10,931千円

　　合　計 19,206千円8,274千円10,931千円

　(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が未経

過リース料期末残高及び有形固定資産等の期末残

高に占める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

　(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が未経

過リース料期末残高及び有形固定資産等の期末残

高に占める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,710千円
１年超 1,868千円
合計 3,578千円

２　未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,911千円
１年超 7,123千円
合計 11,035千円

　(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が未経過リース料期末残高及び有形固定

資産等の期末残高に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

　(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が未経過リース料期末残高及び有形固定

資産等の期末残高に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

３　支払リース料及び減価償却費相当額

　　支払リース料 3,199千円
　　減価償却費相当額 3,199千円

３　支払リース料及び減価償却費相当額

　　支払リース料 5,558千円
　　減価償却費相当額 5,558千円

４　減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

　額法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証

額の取り決めがある場合は当該残価保証額）とする定

額法によっております。
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(有価証券関係)

前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

　連結貸借対照表計上額が
　取得原価を超えるもの

　　株式 － － －

　　債券 11,057 12,133 1,076

　　その他

　　　投資信託 － － －

小計 11,057 12,133 1,076

　連結貸借対照表計上額が
　取得原価を超えないもの

　　株式 2,350 1,777△　　 572

　　債券 － － －

　　その他

　　　投資信託 100,604 90,814△ 　9,790

小計 102,954 92,591△　10,362

合計 114,011 104,724△ 　9,286

　

　２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

377,200 13,738 52,611

　

　３　時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式 0

　関係会社株式 12,100

(注)　当連結会計年度末において、その他有価証券で時価のない株式について29,799千円減損処理を行って

おります。

　

　　　４　その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

種類
１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

（千円） （千円） （千円） （千円）

債券

　外国債券 － － 12,133 －

　　（注）外貨建の有価証券については、連結決算日の直物為替相場により円換算しております。
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当連結会計年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

　１　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

　連結貸借対照表計上額が
　取得原価を超えるもの

　　株式 － － －

　　債券 － － －

　　その他

　　　投資信託 － － －

小計 － － －

　連結貸借対照表計上額が
　取得原価を超えないもの

　　株式 15,225 13,937△1,288

　　債券 － － －

　　その他

　　　投資信託 － － －

小計 15,225 13,937△1,288

合計 15,225 13,937△1,288

　

　２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

122,344 8,589 26,589

　

　３　時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　非上場株式 0

　関係会社株式 12,100
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(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　　　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありま
　　せん。

　

当連結会計年度(自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日)

　　　当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありま
　　せん。

　

(退職給付関係)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
　至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
 　至　平成20年７月31日）

　１　採用している退職給付制度の概要 　１　採用している退職給付制度の概要

　　　一部の連結子会社は退職給付の制度として、退職一
時金制度を採用しております。

　　（追加情報）
　　　当社は、前払退職金制度を採用しており、退職時点の
自己都合要支給額又は期末時点の自己都合要支給額
から前連結会計年度末までの支給額を差し引いた額
を退職時又は期末に退職手当として支給する制度で
あります。

　　　一部の連結子会社は退職給付の制度として、退職一
時金制度を採用しております。

　　（追加情報）
　　　同左
 

　２　退職給付債務に関する事項
　　（1）退職給付債務　　　　　　　　　9,602千円

　２　退職給付債務に関する事項
　　（1）退職給付債務　　　　　　　   13,273千円

　　（2）退職給付引当金　　　　　　　　9,602千円
　３　退職給付費用に関する事項
　　 　　退職給付費用　　　　　　　 　24,388千円
　４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
　　　退職給付債務については、簡便法（退職給付に係る
期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）
により計算しております。

　　（2）退職給付引当金　　　　　     13,273千円
　３　退職給付費用に関する事項
　　 　　退職給付費用　　　　　　　　 22,989千円
　４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
　　　退職給付債務については、簡便法（退職給付に係る
期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）
により計算しております。
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(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

１　ストック・オプションの内容

　会社名 　提出会社

　名称 　第３回新株予約権

　付与対象者の区分及び人数

　　当社取締役　７名
　　当社監査役　３名
　　当社従業員　27名
　　当社完全子会社以外の子会社
　　の取締役　　１名
　　社外協力者　13名

　ストック・オプションの数
　（注）１

　普通株式
　992株

　付与日 　平成17年12月22日

　権利確定条件 　（注）２

　対象勤務期間
　対象勤務期間の定めはありませ
　ん。

　権利行使期間
　平成18年11月1日から平成23年
　10月31日まで

　
（注）１　付与後に実施された株式分割を考慮した上で、株式数に換算して記載しております。
　　　  ２　新株予約権発行時において当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員であった
　　　　　　者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員であ
　　　　　　ることを要します。ただし、任期満了による退任、会社都合による退職、その他当社
　　　　　　取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。 
　
２　ストック・オプションの規模及びその変動状況 

　　　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

　　の数については、株式数に換算して記載しております。 

　（1）ストック・オプションの数

　会社名 　提出会社

　名称 　第３回新株予約権

　付与日 　平成17年12月22日

　権利確定前（株） 　

　　前連結会計年度末 951

　　付与 －

　　失効 5

　　権利確定 946

　　未確定残 －

　権利確定後（株）

　　前連結会計年度末 －

　　権利確定 946

　　権利行使 －

　　失効 16

　　未行使残 930

　
　（2）単価情報

　名称 　第３回新株予約権

　権利行使価格（円） 282,293

　権利行使時の平均株価（円） －
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当連結会計年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

　　販売費及び一般管理費　　　　９百万円

　
２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

　(1) ストック・オプションの内容

　会社名 　提出会社 　提出会社

　名称 　第３回新株予約権 　第４回新株予約権

　付与対象者の区分及び人数

　　当社取締役　７名
　　当社監査役　３名
　　当社従業員　27名
　　当社完全子会社以外の子会社
　　の取締役　　１名
　　社外協力者　13名

　　当社取締役　５名
　　当社従業員　15名
　　当社子会社の取締役
　　　　　　　　６名
　　当社子会社の従業員
　　　　　　　　13名

　ストック・オプションの数
　（注）１

　普通株式
　992株

　普通株式
　1,500株

　付与日 　平成17年12月22日 　平成19年12月17日

　権利確定条件 　（注）２ 　（注）２

　対象勤務期間 　対象勤務期間の定めはありません。 　同左

　権利行使期間
　平成18年11月1日から平成23年
　10月31日まで

　平成21年12月17日から平成24年
　12月16日まで

　
（注）１　株式数に換算して記載しております。
　　 　 ２　新株予約権発行時において当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員であった
　　　　　　者は、権利行使時においても、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員であ
　　　　　　ることを要します。ただし、任期満了による退任、会社都合による退職、その他当社
　　　　　　取締役会の承認を得た場合はこの限りではありません。 
　
　(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

　　　　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプション

　　　の数については、株式数に換算して記載しております。 

　　① ストック・オプションの数

　会社名 　提出会社 　提出会社

　名称 　第３回新株予約権 　第４回新株予約権

　付与日 　平成17年12月22日 　平成19年12月17日

　権利確定前（株） 　

　　前連結会計年度末 － －

　　付与 － 1,500

　　失効 － 15

　　権利確定 － －

　　未確定残 － 1,485

　権利確定後（株）

　　前連結会計年度末 930 －

　　権利確定 － －

　　権利行使 － －

　　失効 － －

　　未行使残 930 －

　
　　② 単価情報

　名称 　第３回新株予約 　第４回新株予約権

　権利行使価格（円） 282,293 63,105

　権利行使時の平均株価（円） － －

　付与日における公正な評価単価
　　　　　　　　　　　（円）

－ 18,777
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された第４回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下の

とおりであります。

　　① 使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式
　
　　② 主な基礎数値及び見積方法

第４回新株予約権

株価変動性 （注）１ 51.5％

予想残存期間（注）２ 3.5年

予想配当（注）３ 1,000円／株

無リスク利子率（注）４ 0.86％

（注）１　過去3.5年の週次株価（2004年６月17日～2007年12月17日の各週の最終取引日における終　

　 値）に基づき算出しております。
　　　 ２　十分なデータの蓄積が無く、合理的な見積もりが困難であるため、権利行使期間の中間点
　　　　　 において行使されるものと推定して見積もっています。
　　　 ３　平成19年７月期の配当実績によっております。
　　　 ４　予想残存期間に対応する期間の国債の利回りであります。

　

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。

　

前へ　　　次へ
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成19年７月31日)

当連結会計年度
(平成20年７月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

 
　繰延税金資産

　進行基準売上原価否認額 20,910千円

　未実現損益の消去に伴う修正 15,329千円

　貸倒引当金 5,033千円

　減価償却費 7,974千円

　投資有価証券評価損 23,687千円

　その他有価証券評価差額金 3,779千円

　会員権等評価損 1,628千円

　未払社会保険料 193千円

　未払事業税 3,751千円

　賞与引当金 28,307千円

　受注損失引当金 14,968千円

　税務上の繰越欠損金 133,387千円

　その他 7,062千円

繰延税金資産小計 266,011千円

　評価性引当額 △4,113千円

繰延税金資産合計 261,897千円

繰延税金負債

　未収事業税 △2,228千円

繰延税金負債合計 △2,228千円
繰延税金資産の純額 259,669千円

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳

 
　 繰延税金資産

　未実現損益の消去に伴う修正 15,389千円

　貸倒引当金 4,211千円

　減価償却費 3,963千円

　投資有価証券評価損 24,013千円

　その他有価証券評価差額金 2,416千円

　会員権等評価損 1,628千円

　未払社会保険料 3,596千円

　未払費用 13,269千円

　未払事業税 14,309千円

　賞与引当金 30,122千円

　受注損失引当金 17,326千円

　税務上の繰越欠損金 264,683千円

　その他 6,859千円

繰延税金資産小計 401,783千円

　評価性引当額 △189,104千円

繰延税金資産の純額 212,679千円

 
 
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.1％

住民税均等割 7.9％

のれん償却額 12.7％

減損損失の影響 1.1％

税務上の繰越欠損金の利用 △75.6％

子会社清算による整理損失の影響 △10.2％

連結消去による影響 △0.4％

評価性引当額の増減 △8.4％

過年度法人税等 △2.8％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △34.6％

 

 
 
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％

住民税均等割 2.5％

受取配当金等永久に損金に算入されない

項目
△21.6％

受取配当金連結消去に伴う影響額 22.2％

のれん償却額 11.4％

更正等による繰越欠損金の増加 △11.0％

子会社税率差異 △0.6％

子会社前期損益修正 19.6％

評価性引当額の増減 4.4％

過年度法人税等 1.3％

その他 0.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 70.1％
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(企業結合等関係)

前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

　

当連結会計年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

会社分割による持分会社体制への移行

　(ＳＭＯ事業に関する会社分割)

１　結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合

　後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

　①　結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　　株式会社綜合臨床ホールディングス　：　ＳＭＯ事業

　②　企業結合の法的形式

　　　当社を分割会社とし、株式会社綜合臨床薬理研究所を継承会社とする新設分割

　③　結合後企業の名称

　　　株式会社綜合臨床薬理研究所

　④　取引の目的を含む取引の概要

　　　　持株会社体制に移行するため、平成19年８月１日付で当社のＳＭＯ事業に属する資産、

　　　債務、雇用契約その他の権利義務を株式会社綜合臨床薬理研究所に継承させました。

２　実施した会計処理の概要

　　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

　準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平成19年11月

　15日企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っており

　ます。

３　子会社株式の追加取得に関する事項

　　該当事項はありません。

　

(エビデンス事業に関する会社分割)

１　結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合

　　後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

　　①　結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　　　　株式会社綜合臨床ホールディングス　：　エビデンス事業

　　②　企業結合の法的形式

　　　　　当社を分割会社とし、株式会社エビデンスセンターを継承会社とする新設分割

　　③　結合後企業の名称

　　　　　株式会社エビデンスセンター

　　④　取引の目的を含む取引の概要

　　　　　持株会社体制に移行するため、平成19年８月１日付で当社のエビデンス事業に属する資

　　　　産、債務、雇用契約その他の権利義務を株式会社エビデンスセンターに継承させました。

　２　実施した会計処理の概要

　　　　「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「企業結合会計基

　　　準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平成19年11月

　　　15日企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っており
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　　　ます。

　３　子会社株式の追加取得に関する事項

　　　　該当事項はありません。

　

(株式取得によるトライアルサポート株式会社の子会社化）

１　被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合

　　の法的形式、取得した議決権比率　

　　①　被取得企業の名称及びその事業の内容

　　　　　被取得企業の名称：トライアルサポート株式会社

　　　　　事業内容：ＳＭＯ事業　

　　②　企業結合を行った主な理由

　　　　　同社は、四国で初めてのＳＭＯ会社であり、主に四国地方を中心に50病院、5年間で100

　　　　プロトコールを上回る実績を有し、また信頼性も厚いことから、従前より当社が掲げてき

　　　　たＳＭＯ会社のグループ化戦略上の一員として相応しい会社であると認識しております。

　　　　　当社グループの四国地方における事業拠点を新たに確保できるほか、事業の効率化や受

　　　　託領域の拡大、業界内シェアの拡大、利益の拡大に貢献するものと期待しております。

　　③　企業結合日：平成19年８月31日

　　④　企業結合の法的形式：株式取得

　　⑤　取得した議決権比率：80.0％

２　連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　　　平成19年９月１日から平成20年７月31日まで

　３　被取得企業の取得原価及びその内訳

　　①　被取得企業の取得原価　　　　　　964,000千円

　　②　取得原価の内訳

　　　　　取得した株式の対価　　　　　　　960,000千円

　　　　　株式取得に直接要した支出額　　　　4,000千円

　　　　　全て現金による取得であります。

４　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　　①　のれんの金額　　　786,132千円

　　②　発生原因

　　　　企業結合時の時価純資産が取得原価を下回っていたため、その差額をのれんとして認識し

　　　ております。

　　③　償却方法及び償却期間

　　　　20年間で均等償却

５　企業結合日に受入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

　　①　資産の額

　　　　　流動資産　　　　　357,248千円

　　　　　固定資産　　　　　 40,215千円

　　　　　資産合計　　　　　397,464千円

　　②　負債の額

　　　　　流動負債　　　　　175,130千円

　　　　　負債合計　　　　　175,130千円
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６　企業結合が当期首に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

　　影響の概算額

　　　　　売上高　　　　　4,146,438千円

　　　　　営業利益　　　  　382,680千円

　　　　　経常利益  　　　　374,745千円

　　　　　当期純利益　 　 　 13,532千円

　　概算額は、当連結会計年度の売上高及び損益に、トライアルサポート株式会社の平成19年８

　　月１日から平成19年８月31日までの売上高及び損益を加算し、企業結合時に認識されたのれん

　　が当期首に発生したものとし、償却額を算出しております。

　　　なお、当該概算額の注記は、監査証明を受けておりません。

（株式追加取得によるトライアルサポート株式会社の完全子会社化）

　　当社は、平成20年２月７日の取締役会決議に基づいて、連結子会社であるトライアルサポー

　　ト株式会社の発行済株式の20％を追加取得することにより、同社を完全子会社化いたしました。

　　①　被取得企業の名称：トライアルサポート株式会社

　　②　事業の内容：ＳＭＯ事業

　　③　企業結合を行った理由

　　　　　当社グループの四国地方における確固たる事業拠点として、更なる事業の効率化や受託

　　　　領域の拡大、業界内シェアの拡大、利益の拡大を図るためであります。

　　④　企業結合日：平成20年２月22日

　⑤　実施する会計処理の概要

　　　　　「企業結合に係る会計基準　三　企業結合に係る会計基準　４　共通支配下の取引等の

　　　　会計処理（２）少数株主との取引」に規定する個別財務諸表上及び連結財務諸表上の会計

　　　　処理を適用いたします。

　　⑥　企業結合の法的形式：株式取得

　　　　　なお、一部の株式は、平成20年２月22日付で株式交換により取得しております。

　　⑦　取得した議決権比率：20％（取得後の議決権比率は100％）

　　⑧　連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

　　　　　平成19年９月１日から平成20年７月31日まで

　⑨　被取得企業の取得原価及びその内訳

　　　　　取得原価　207,532千円

　　　　　内　訳

　　　　　　現金　　122,000千円

　　　　　　自己株式（当社の普通株式）

　　　　　　　　　　 85,532千円

　⑩　株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交換株式数及びその評価額

　　　　　(1)　株式の種類　　普通株式

　　　　　(2)　交換比率　

　　　　　　　 株式会社綜合臨床ホールディングス 0.028 ： トライアルサポート株式会社 １　

　　　　　(3)　株式比率の算定方法

　　　　　　　 2007年11月１日から2008年１月31日までの各日における東京証券取引所マザーズの

　　　　　　　 売買立会における終値の平均値を参考にして、両者間において株式交換比率の協議

　　　　　　　 を行い決定いたしました。
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　　　　　(4)　株式交換数及びその評価額　　2,068株　　85,532千円

　⑪　発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　　　　　(1)　のれんの金額　　159,864千円

　　　　　(2)　発生原因

　　　　　　　　 当社が追加取得したトライアルサポート株式会社の取得原価が、追加取得により

　　　　　　　 減少する少数株主持分の金額を上回ったことによるものです。

　　　　　(3)　償却方法及び償却期間　　20年で均等償却

　

前へ
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計及び資産の合計に占めるＳＭＯ事業の割合が

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度(自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日)

　全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計及び資産の合計に占めるＳＭＯ事業の割合が

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。

当連結会計年度(自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日)

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。

　

【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

当連結会計年度(自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日)

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　重要な取引がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日)

     （追加情報）

　　　　当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成

　　　18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

　　　針第13号　平成18年10月17日）を早期適用しております。

　　　　この結果、従来の開示対象範囲に対し、重要な追加はありません。

１．関連当事者との取引

　　関連当事者との取引について記載すべき重要なものはありません。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　(1) 親会社情報

　　該当事項はありません。

　　　(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　

項目
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

１株当たり純資産額 34,499円46銭 33,971円87銭

１株当たり当期純利益 938円92銭 275円90銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額については、希薄化効果
を有している潜在株式が存在しな
いため記載しておりません。

　　　同左

　
　（注）　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

１株当たり当期純利益

(1)当期純利益（千円） 99,931 29,404

(2)普通株主に帰属しない金額（千円） － －

(3)普通株式に係る当期純利益（千円） 99,931 29,404

(4)普通株式の期中平均株式数（株） 106,432 106,576

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後1株当たり当期純利益の算定に含ま
れなかった潜在株式の概要

平成13年改正旧商法第280条ノ20及
び平成13年改正旧商法第280条ノ21
の規定に基づく新株予約権
株主総会の決議年月日
　平成17年10月27日
新株予約権の数
　930個 (平成19年７月末現在)
新株予約権の目的となる株式の種類
及び数
　普通株式 930株
  (平成19年７月末現在)

平成13年改正旧商法第280条ノ20及
び平成13年改正旧商法第280条ノ21
の規定に基づく新株予約権
株主総会の決議年月日
　平成17年10月27日
新株予約権の数
　930個 (平成20年７月末現在)
新株予約権の目的となる株式の種類
及び数
　普通株式 930株
  (平成20年７月末現在)

　新株予約権の詳細は、「第４提出会
社の状況、１ 株式等の状況、（２）
新株予約権等の状況」に記載のとお
りであります。

会社法第236条及び会社法第238条の
規定に基づく新株予約権
株主総会の決議年月日
　平成19年10月25日
新株予約権の数
1,485個 (平成20年７月末現在)
新株予約権の目的となる株式の種類
及び数
　普通株式　1,485株
　(平成20年７月末現在)

　新株予約権の詳細は、「第４提出会
社の状況、１ 株式等の状況、（２）
新株予約権等の状況」に記載のとお
りであります。
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
　　至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
　　至　平成20年７月31日）

１　会社分割

　「第２　事業の状況　５　経営上の重要な契約等」に記

載のとおり、当社は、平成19年５月17日開催の取締役会

決議に基づいて、平成19年８月１日付で会社分割により

持株会社体制に移行するとともに、商号変更を実施し、

株式会社綜合臨床ホールディングスとして新たに発足

いたしました。

　また、本店所在地につきましても、本社機能の強化

と業務の一層の効率化を図るため「東京都八王子市横

山町25番６号」から「東京都渋谷区代々木四丁目29番

４号」へ変更いたしました。

（１）会社分割の目的

　　　高齢化社会による医療ニーズの増大、新薬開発

　　に関する技術革新、規制緩和による新規参入企業

　　の増加、事業再編の加速化等、企業をとりまく環

　　境は大きく変化しております。

　　　ＳＭＯ業界におきましては、研究開発費の伸び

　　に支えられたマーケットは依然として拡大してい

　　るものの、薬剤費抑制策や新薬開発競争などによ

　　り、コストダウンとスピードアップを追求した企

　　業間の競争は激化しており、これまで以上に経営

　　環境の変化に応じたより柔軟性のあるスピーディ

　　ーなマネジメントが求められております。加え

　　て、年々増大する研究開発費を捻出するため、ま

　　たＳＭＯ業界における当社グループの市場占有率

　　を高めるためにも、組織再編による事業規模の拡

　　大が必要となってまいりました。

　　　このような環境の中、当社グループは、競争力

　　及び効率性を一層強め、企業価値の最大化を図る

　　ために、下記の四点を主な目的として、持株会社

　　体制に移行することが適切であると判断いたしま

　　した。

　　①　グループ戦略マネジメントの強化

　　　　経営環境の変化に迅速に対応するため、持株

　　　　会社はグループ戦略のマネジメントに特化

　　　　し、事業の多角化への対応などグループ価値

　　　　の最適化、最大化を図ってまいります。

　　②　ＳＭＯ事業の強化

　　　　地域密着型のＳＭＯをグループへ取り込むべ

　　　　くＭ＆Ａを推進しやすい体制を構築し、当社

　　　　グループにおけるＳＭＯ事業の更なる強化を

　　　　目指します。

１　自己株式の取得に関する取締役会決議

当社は、平成20年９月12日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される

同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること

を決議いたしました。

（１）取得の目的

　　　　機動的な資本政策を遂行するため。

（２）取得する株式の種類及び総数

　　　　普通株式　1,000株（上限）　　　

（３）取得価額の総額

　　　　50,000千円（上限）

（４）取得期間

　　　　平成20年9月16日～平成21年3月19日

（５）取得の方法

　　　　東京証券取引所の市場価格による取得
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前連結会計年度

（自　平成18年８月１日
　　至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
　　至　平成20年７月31日）

　　③　グループガバナンスの充実

　　　　グループ全体の健全性・透明性確保のため、

　　　　コーポレートガバナンス体制を一層強化し、

　　　　内部統制システムおよびグループコンプライ

　　　　アンス体制の確立をめざします。

　　④　資源配分の適正化

　　　　持株会社は全体最適の視点からグループ資源

　　　　の配分を重視し、人材の交流など効率的な活

　　　　用を図ってまいります。

（２）ＳＭＯ事業の会社分割

　　①  分割会社の商号、事業内容、本店所在地

　　　　商号：株式会社綜合臨床薬理研究所

　　　　事業内容：ＳＭＯ事業

　　　　本店所在地：東京都八王子市横山町25番６号

　　②  会社分割に係る分割会社の資本金、純資産、

        総資産等

　　　  資本金　　　　250,000千円

　　　  純資産額　　　500,000千円

　　　  総資産額　　1,391,162千円

　　③  大株主及び持株比率

　　　　大株主：株式会社綜合臨床ホールディングス

　　　　持株比率：100％

（３）エビデンス事業の会社分割

　　①  分割会社の商号、事業内容、本店所在地

　　　　商号：株式会社エビデンスセンター

　　　　事業内容：エビデンス事業

　　　 本店所在地：東京都渋谷区代々木四丁目29番

　　　 ４号

　　②  会社分割に係る分割会社の資本金、純資産、

        総資産等

　　　  資本金　　　　　50,000千円

　　　  純資産額　　　 100,000千円

　　　　総資産額　　　 151,417千円

　　③  大株主及び持株比率

　　　　大株主：株式会社綜合臨床ホールディングス

　　　　持株比率：100％

──────
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前連結会計年度

（自　平成18年８月１日
　　至　平成19年７月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年８月１日
　　至　平成20年７月31日）

２　株式取得による子会社化

　当社は、平成19年８月30日開催の取締役会において

トライアルサポート株式会社の株式取得に関する同社

の主要な株主との基本合意書の締結を決議し、株式を

取得いたしました。

（１）子会社化の目的

　　　四国地方における事業拠点を新たに確保できる

　　ほか、事業の効率化や合理化が見込まれ、当社グ

　　ループの業界内のシェア拡大が推進され、グルー

　　プ全体の更なる事業拡大及び利益の拡大が期待さ

　　れます。

（２）株式取得の相手

　　　寺川和仁、寺川浩司、その他個人株主

（３）子会社化する会社の概要

　　　① 　商号：トライアルサポート株式会社

　　　② 　本店所在地：高知県高知市南久保２番地６

　　　③ 　代表者：寺川和仁

　　　④ 　設立年月日：平成13年８月29日

　　　⑤　 資本金：30,000千円

（４）株式取得の時期

　　　平成19年８月31日

（５）取得する株式の数、取得価額及び取得後の持株

　　　比率

　　 ①　取得する株式の数：　480株

     ②　取得価額：960,000千円

     ③　取得後の持株比率：80.0％

（６）支払資金調達

　　　手元資金と運転借入の余剰資金を充当し、一括

　　支払いしております。

（７）今後の株式取得の予定

　　①　取得の時期：平成20年１月31日

　　②　株式取得の相手:寺川和仁

　　③　取得する株式の数：120株

　　④　取得価格：未定

　　⑤　取得後の持株比率：100.0％

 

──────
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前連結会計年度
(自　平成18年８月1日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月1日
至　平成20年７月31日)

３　多額な資金の借入

　当社は平成19年８月23日開催の取締役会決議に基
づき、平成19年８月27日付で総額600,000千円の借
入を行いました。

 

（１）①　その旨及び使途
　　　運転資金の充実を図るため
　②　借入先
　　　株式会社みずほ銀行
　③　借入金額
　　　300,000千円（特別当座貸越）
　④　借入金利
　　　年率1.830％
　⑤　実施時期
　　　平成19年８月27日
　⑥　返済方法
　　　期日一括返済
　⑦　返済期限
　　　平成20年８月27日
　⑧　担保資産又は保証の内容
　　　無担保・無保証
 

（２）①　その旨及び使途
　　　運転資金の充実を図るため
　②　借入先
　　　株式会社三井住友銀行
　③　借入金額
　　　300,000千円（特別当座貸越）
　④　借入金利
　　　年率1.875％
　⑤　実施時期
　　　平成19年８月27日
　⑥　返済方法
　　　期日一括返済
　⑦　返済期限
　　　平成20年７月31日
　⑧　担保資産又は保証の内容
　　　無担保・無保証
 

 

 

──────
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前連結会計年度
(自　平成18年８月1日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月1日
至　平成20年７月31日)

４　ストック・オプション(新株予約権)の発行

　当社は、平成19年10月25日開催の第18回定時株主
総会において、会社法第236条、第238条及び第239条
の規定に基づきストック・オプションとして新株
予約権を無償にて発行することを決議いたしまし
た。
　当該ストック・オプションの概要は以下のとおり
であります。

 

　（１）新株予約権の割当を受ける者
　　当社及び当社子会社の取締役及び使用人

　（２）新株予約権の目的たる株式の種類及び数
　　当社の普通株式1,500株を上限とする。

　（３）発行する新株予約権の数
　　1,500個(新株予約権１個当たり普通株式１
　　株)

　（４）新株予約権の発行価額
　　無償で発行する。

　（５）新株予約権の行使時の払込金額
　　１株当たりの払込金額は、割当日の属する月
　の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の
　東京証券取引所における当社普通株式の普通取
　引の終値の平均値の金額(１円未満の端数は切
　り上げる。)又は割当日の終値(当日に終値がな
　い場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)
　のいずれか高い金額とする。

　（６）新株予約権の行使期間
　　割当日から２年を経過した日より平成24年12
　　月16日までとする。

 

 

──────
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⑤ 【連結附属明細表】

　 【社債明細表】

該当事項はありません。

　

　 【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

 短期借入金 28,348600,000 1.858 －

 １年以内に返済予定の長期借入金 － 47,592 0.500 －

 １年以内に返済予定のリース債務 － － － －

 長期借入金（１年以内に返済予定
 のものを除く）

476,000424,442 0.500
　平成21年 8月１日～
　平成30年 6月29日

 リース債務（１年以内に返済予定
 のものを除く）

－ － － －

 その他有利子負債 － － － －

合計 504,3481,072,034 － －

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

 　　 ２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年以内における

　　　　    返済予定額は以下のとおりであります。
　

区分
１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

 長期借入金 47,592 47,592 47,592 47,592

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社綜合臨床ホールディングス(E05394)

有価証券報告書

 75/100



２ 【財務諸表等】

　(1) 【財務諸表】

　　① 【貸借対照表】
　

前事業年度
(平成19年７月31日)

当事業年度
(平成20年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 1,195,051 614,855

　２　売掛金 684,978 ―

　３　商品 631 ―

　４　仕掛品 281,584 ―

　５　貯蔵品 214 188

　６　前渡金 116,534 ―

　７　未収入金 68,449 55,835

　８　前払費用 26,450 12,015

　９　繰延税金資産 129,457 48,594

　10　その他 9,572 11,502

　　　貸倒引当金 △6,174 ―

　　　流動資産合計 2,506,75157.1 742,99217.7

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　(1) 建物 23,017 44,269

　　　　減価償却累計額 △9,953 13,064 △10,869 33,399

　　(2) 車両運搬具 14,316 8,373

　　　　減価償却累計額 △13,399 916 △8,038 334

　　(3) 工具、器具及び備品 114,192 59,130

　　　　減価償却累計額 △71,480 42,712 △37,309 21,821

　　(4) 建設仮勘定 ― 8,510

　　　有形固定資産合計 56,6921.3 64,0661.5

　２　無形固定資産

　　(1) 商標権 558 360

　　(2) ソフトウェア 106,112 80,768

　　(3) その他 1,258 1,258

　　　無形固定資産合計 107,9292.4 82,3872.0

　３　投資その他の資産

　　(1) 投資有価証券 104,724 0

　　(2) 関係会社株式 1,500,154 3,095,910

　　(3) 出資金 1,010 1,000

　　(4) 長期前払費用 3,156 3,264

　　(5) 繰延税金資産 34,073 103,931

　　(6) 敷金・保証金 75,133 110,634

　　(7) その他 9,000 9,000

　　　  貸倒引当金 △6,000 △6,000

　　　投資その他の資産合計 1,721,25239.2 3,317,74078.8

　　　固定資産合計 1,885,87442.9 3,464,19482.3

　　　資産合計 4,392,625100.0 4,207,186100.0
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　 前事業年度
(平成19年７月31日)

当事業年度
(平成20年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　１　買掛金 35,720 ―

　２　短期借入金 ※１ ― 600,000

　３　未払金 75,134 20,766

　４　未払費用 147,256 4,992

　５　未払法人税等 ― 12,587

　６　前受金 606,994 ―

　７　預り金 30,852 6,267

　８　賞与引当金 46,466 6,812

　９　受注損失引当金 14,578 ―

　10　その他 3,662 3,681

　　　流動負債合計 960,66621.9 655,10915.6

Ⅱ　固定負債

　１　長期未払金 1,677 1,227

　　　固定負債合計 1,6770.0 1,2270.0

　　　負債合計 962,34421.9 656,33615.6

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 1,364,51731.1 1,364,51732.4

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 1,640,117 1,640,117

　　　　資本剰余金合計 1,640,11737.3 1,640,11739.0

　３　利益剰余金

　　(1) 利益準備金 5,900 5,900

　　(2) その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 642,605 531,019

　　　　利益剰余金合計 648,50514.8 536,91912.8

　４　自己株式 △217,352△5.0 ― ―

　　　株主資本合計 3,435,78878.2 3,541,55584.2

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

△5,507 ―

　　　評価・換算差額等合計 △5,507△0.1 ― ―

Ⅲ　新株予約権 ― ― 9,2940.2

　　　純資産合計 3,430,28178.1 3,550,84984.4

　　　負債・純資産合計 4,392,625100.0 4,207,186100.0
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　　② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年８月１日
　至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
　至　平成20年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 2,110,747100.0 ─ ─

Ⅱ　売上原価 1,464,06569.4 ─ ─

　　　売上総利益 646,68130.6 ─ ─

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 711,74433.7 ─ ─

Ⅳ　営業収益 ※２

　１　経営指導料収入 ─ 650,580

　２　受取配当金収入 ─ ─ ─ 178,659829,239100.0

Ⅴ　営業費用 ※１ ─ ─ 644,85477.8

　　　営業利益
　　　又は営業損失（△）

△65,062△3.1 184,38522.2

Ⅵ　営業外収益

　１　受取利息 2,037 1,509

　２　有価証券利息 562 412

　３　受取配当金 6,154 1,200

　４　投資有価証券売却益 11,127 ─

　５　業務委託費返戻金 4,751 4,571

　６　子会社業務受託収入 ─ 3,716

　７　人材紹介料 7,142 ─

　８　還付加算金 ─ 2,171

　９　雑収入 5,848 37,6231.8 2,764 16,3462.0

Ⅶ　営業外費用

　１　支払利息 ─ 12,382

　２　投資有価証券売却損 ― 18,000

　３　自己株式関連手数料 915 ―

　４　雑損失 186 1,1010.1 916 31,2983.8

　　　経常利益
　　　又は経常損失（△）

△28,541△1.4 169,43320.4

Ⅷ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※３ ─ 411

　２　貸倒引当金戻入益 4,131 ─

　３　オフィス移転費用補填金 2,000 ─

　４　過年度関係会社株式
　　　取得価額修正益

─ 6,1310.3 1,618 2,0300.2

Ⅸ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※４ ─ 13,368

　２　投資有価証券評価損 29,799 ─

　３　投資有価証券売却損 50,000 ─

　４　子会社整理損 59,575 ─

　５　オフィス移転費用 ─ 18,127

　６　その他 11,133150,5087.1 1,707 33,2034.0

　

EDINET提出書類

株式会社綜合臨床ホールディングス(E05394)

有価証券報告書

 78/100



　

前事業年度
(自　平成18年８月１日
　至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
　至　平成20年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

　　　税引前当期純利益又は
　　　税引前当期純損失(△)

△172,918△8.2 138,26016.6

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

12,357 950

　　　過年度法人税等 ─ 4,178

　　　法人税等調整額 △73,631△61,273△2.9 7,226 12,3541.5

　　　当期純利益
　　　又は当期純損失(△)

△111,644△5.3 125,90515.1

　

　売上原価明細書

　
前事業年度

(自　平成18年８月１日
　至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
　至　平成20年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ　労務費 709,81842.3 ─ ─

Ⅱ　経費 ※２ 967,13557.7 ─ ─

　　　当期総製造費用 1,676,954100.0 ─ ─

　　　期首仕掛品たな卸高 65,720 ─

　　　期末仕掛品たな卸高 281,584 ─

　　　当期製品製造原価 1,461,089 ─

　　　期首商品たな卸高 ─ ─

　　　当期商品仕入高 6,031 ─

　　　他勘定振替高 2,423 ─

　　　期末商品たな卸高 631 ─

　　　当期売上原価 1,464,065 ─

　

　（注）
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

　１　原価計算の方法

　　実際原価による個別原価計算を採用しております。

※２　経費の主な内訳は次のとおりであります。

　　外注費　　　　　　　　　　　　　　595,432千円

　　地代家賃　　　　　　　　　　　　　 56,011千円

　　減価償却費　　　　　　　　　　　　 32,340千円

　　旅費交通費　　　　　　　　　　　　 49,829千円

──────

 

 

 

　

　

EDINET提出書類

株式会社綜合臨床ホールディングス(E05394)

有価証券報告書

 79/100



③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　

株主資本
評価・換算

差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年７月31日残高(千円)1,364,5171,640,1175,900 861,990 ─ 3,872,525△4,516

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △107,740 △107,740

　当期純損失 △111,644 △111,644

　自己株式の取得 △217,352△217,352

　株主資本以外の項目の
△990

　事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計

(千円)
─ ─ ─ △219,384△217,352△436,736 △990

平成19年７月31日残高(千円)1,364,5171,640,1175,900 642,605△217,3523,435,788△5,507

　

当事業年度(自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日)

　

株主資本
評価・換算

差額等

新株予約権

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年７月31日残高

(千円)
1,364,5171,640,1175,900 642,605△217,3523,435,788△5,507 ─

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △105,672 △105,672

　当期純利益 125,905 125,905

　自己株式の処分 △131,819217,35285,532

　株主資本以外の項目の
5,507 9,294　事業年度中の変動額

　(純額)

事業年度中の変動額合計

(千円)
─ ─ ─ △111,585217,352105,766 5,507 9,294

平成20年７月31日残高

(千円)
1,364,5171,640,1175,900 531,019 ─ 3,541,555 ─ 9,294
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　重要な会計方針

　

項目
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

 

(1) 満期保有目的の債券

　　定額法による償却原価法を採用して

おります。

 

(2) 子会社株式及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法を採用して

おります。

 

(3) その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）を採用して

おります。

　　時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用

しております。

(1) 　　　　──────

 

 

 

(2) 子会社株式及び関連会社株式

　　　　同左

 

 

(3) その他有価証券

　　時価のあるもの

　　同左

 

 

 

 

　　時価のないもの

　　同左

 

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品

　　総平均法による原価法を採用してお

ります。

(1) 　　　　──────

(2) 仕掛品

　　個別法による原価法を採用しており

ます。

(2) 　　　　──────

 

(3) 貯蔵品

　　最終仕入原価法による原価法を採用

しております。

(3) 貯蔵品

　　　　同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　　定率法を採用しております。

　　ただし取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、

一括償却資産として３年間で均等に

償却する方法を採用しております。

　　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　　建物　       　   ３～18年

　　車両運搬具　　　　　　６年

　　工具、器具及び備品４～20年

(1) 有形固定資産　　

　　　　同左

──────

 

 

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により、取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しております。

　なお、これによる当事業年度の損益に

与える影響は軽微であります。
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項目
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

(2) 無形固定資産

　　なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用してお

ります。
 

(2) 無形固定資産

　　　　同左

(3) 長期前払費用

　　均等償却によっております。

(3) 長期前払費用

　　　　同左
 

４　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。

(1) 貸倒引当金

　　　　同左

(2) 賞与引当金

　　従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当事業年度の負担

額を計上しております。

(2) 賞与引当金

　　　　同左

(3) 受注損失引当金

　　受注契約に係る将来の損失に備える

ため、当事業年度末における受注契

約に係る損失見込額を計上しており

ます。

──────

 

５　収益及び費用の計上基準 　売上高計上基準

　　ＳＭＯ事業収入については、１治験

の契約期間が１年超で、かつ１治験

実施施設あたりの契約金額が5,000

千円以上のＳＭＯ事業については原

則として進行基準を適用し、それ以

外のＳＭＯ事業については完成基準

を適用しております。その他の事業

収入については、完成基準を適用し

ております。

──────

 

６　リース取引の処理方法

 

 リース取引の処理

　　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

　リース取引の処理

　　　　同左

７　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

　消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処

　理については、税抜方式によって

　おります。

　消費税等の会計処理

　　　　同左

EDINET提出書類

株式会社綜合臨床ホールディングス(E05394)

有価証券報告書

 82/100



　会計処理の変更

　

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

(収益の計上基準の変更)

　ＳＭＯ事業収入の収益の計上基準については、従来、原

則として進行基準によっておりましたが、当事業年度よ

り、１治験の契約期間が１年超で、かつ１治験実施施設

あたりの契約金額が5,000千円以上のＳＭＯ事業につい

ては原則として進行基準を適用し、それ以外のＳＭＯ事

業については完成基準を適用することに変更しており

ます。この変更は治験にかかる獲得症例数が契約症例数

を下回り当初の契約金額が減額となる、いわゆるカット

オフと呼ばれる事象が近年増加傾向にあり、特に契約期

間が短くかつ契約金額が少額な案件については利益の

見積りに大きな影響を及ぼすことになり、進行基準の適

用が適さない場合が増加する傾向にあることから、当事

業年度より１治験の契約期間が１年超で、かつ１治験実

施施設あたりの契約金額が5,000千円以上のＳＭＯ事業

については原則として進行基準を適用し、それ以外のＳ

ＭＯ事業については完成基準を適用することに変更し

たものであります。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、売上

高が366,967千円及び売上原価が230,876千円減少し、営

業損失、経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ

136,091千円増加しております。

──────

 

（減価償却方法の変更）　

　平成19年度法人税法改正に伴い、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産については改正後の償却方法

により減価償却費を計上しております。

　なお、これによる当事業年度の損益に与える影響は軽

微であります。

──────
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　表示方法の変更

　
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

(貸借対照表)

　「未収入金」は資産の総額の100分の１を超えたため、

区分記載することとしました。

　なお、前事業年度は「その他」に31,476千円含まれて

おります。

──────

(損益計算書)

　「業務委託費返戻金」は営業外収益の総額の100分の

10を超えたため、区分掲記することとしました。

　なお、前事業年度は「雑収入」に4,571千円含まれてお

ります。

(損益計算書)

　当社は、平成19年８月１日付で持株会社体制へ移行し

たことに伴い、売上高に関しては、前事業年度末までＳ

ＭＯ事業の売上が中心でありましたが、当事業年度から

各事業会社からの経営指導料収入等の事業収入となり、

これらを「営業収益」として表示しております。また、

「営業収益」に係る販売費及び一般管理費を「営業費

用」として表示しております。
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　注記事項

　　(貸借対照表関係)

　
前事業年度

(平成19年７月31日)
当事業年度

(平成20年７月31日)

※１　運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行

と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越限度額 150,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 150,000千円

 

※１　運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行

と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基

づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越限度額 1,000,000千円

借入実行残高 600,000千円

差引額 400,000千円

 

　

　　(損益計算書関係)

　
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は23％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は77％であり

ます。

　　　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 153,491千円

給料・賞与 240,911千円

賞与引当金繰入額 9,864千円

退職給付費用 　4,241千円

法定福利費 37,695千円

減価償却費 14,361千円

支払手数料 87,664千円

 

※１　当社は持株会社のため販売費に属する費用はあり

ません。すべて一般管理費であります。

　　　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 

役員報酬 104,789千円

給料・賞与 183,670千円

賞与引当金繰入額 6,812千円

法定福利費 29,307千円

地代家賃 34,162千円

減価償却費 51,302千円

支払手数料 91,638千円

 

※２　　　　　　　　──────

 

※２　関係会社との取引にかかわるものが次のとおり含

まれております。

経営指導料収入 650,580千円

受取配当金収入 178,659千円

※３　　　　　　　　──────

 

※３　固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。

車両運搬具 411千円

※４　　　　　　　　──────

 

※４　固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

建物 7,532千円

工具、器具及び備品 2,291千円

ソフトウェア 3,544千円

      　  計 13,368千円
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　　(株主資本等変動計算書関係)

　　　前事業年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　　　自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） ― 2,068 ― 2,068

合計 ― 2,068 ― 2,068

　(注)　普通株式の自己株式の株式数の増加2,068株は、機動的な資本政策を遂行するために、平成

　　　18年９月15日及び平成19年３月９日開催の取締役会決議に基づき取得したものであります。

　

　　　当事業年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

　　　自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 2,068 ― 2,068 ―

合計 2,068 ― 2,068 ―

　(注)　普通株式の自己株式2,068株の減少は、平成20年２月７日開催の取締役会決議に基づき、

　　　トライアルサポート株式会社の株式取得の対価の一部として譲渡したものであります。

　

　　(リース取引関係)

　　前事業年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　　　内容の重要性が乏しく、契約１件あたりの金額が少額なため、財務諸表等規則第８条の６第６

　　項の規定に基づき記載を省略しております。

　　当事業年度(自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日)

　　　内容の重要性が乏しく、契約１件あたりの金額が少額なため、財務諸表等規則第８条の６第６

　　項の規定に基づき記載を省略しております。

　

　　(有価証券関係)

　　前事業年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　　当事業年度(自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日)

　　　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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　　(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成19年７月31日)
当事業年度

(平成20年７月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 

繰延税金資産

　進行基準売上原価 20,910千円

　貸倒引当金 4,954千円

　減価償却費 2,104千円

　投資有価証券評価損 23,687千円

　その他有価証券評価差額金 3,779千円

　会員権等評価損 1,628千円

　未払社会保険料 2,193千円

　賞与引当金 18,911千円

　受注損失引当金 5,933千円

  税務上の繰越欠損金 74,594千円

　その他 7,062千円

　繰延税金資産合計 165,759千円

繰延税金負債

　未収事業税 △2,228千円

　繰延税金負債合計 △2,228千円

繰延税金資産の純額 163,531千円

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

 

繰延税金資産

　賞与引当金 2,772千円

　未払社会保険料 463千円

　未払事業税 3,100千円

　減価償却費 2,100千円

　固定資産廃棄損 1,166千円

　貸倒引当金 2,442千円

　会員権等評価損 1,628千円

　投資有価証券評価損 24,013千円

　子会社への投資に係る一時差異 55,192千円

  税務上の繰越欠損金 85,288千円

　繰延税金資産合計 178,166千円

　評価性引当額 △25,641千円

繰延税金資産の純額 152,525千円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率  40.7％

　（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 △0.9％

住民税均等割 △7.2％

過年度法人税等 2.7％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.4％

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率  40.7％

　（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3％

住民税均等割 0.7％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△51.0％

評価性引当額の増減 16.9％

過年度法人税等 3.0％

その他 △1.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 8.9％

　

　　(企業結合等関係)

前事業年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

　　　連結財務諸表等の「企業結合等関係」に記載のとおりであります。

当事業年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

　　　連結財務諸表等の「企業結合等関係」に記載のとおりであります。

前へ　　　次へ
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　　(１株当たり情報)
　

前事業年度
(自　平成18年８月１日
　至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
　至　平成20年７月31日)

１株当たり純資産額 32,461円60銭１株当たり純資産額 32,871円31銭

１株当たり当期純損失 1,048円98銭１株当たり当期純利益 1,181円37銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、潜在株式はありますが、１株当たり当期純損失であ
るため記載しておりません。
 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい
ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。

　

　　（注）　１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

１株当たり当期純利益又は純損失（△）
　(1)当期純利益又は純損失（△）(千円)
　(2)普通株主に帰属しない金額(千円)
　(3)普通株式に係る当期純利益

　　 又は純損失（△）(千円)

　(4)普通株式の期中平均株式数(株)

 
△　111,644

－
 

△　111,644

106,432

 
125,905

－
 

125,905

106,576

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ

た潜在株式の概要

 

平成13年改正旧商法第280条ノ20
及び平成13年改正旧商法第280条
ノ21の規定に基づく新株予約権
株主総会の決議年月日
　平成17年10月27日
新株予約権の数
　930個 (平成19年７月末現在)
新株予約権の目的となる株式の種
類及び数
　普通株式　930株
　(平成19年７月末現在)

平成13年改正旧商法第280条ノ20
及び平成13年改正旧商法第280条
ノ21の規定に基づく新株予約権
株主総会の決議年月日
　平成17年10月27日
新株予約権の数
　930個 (平成20年７月末現在)
新株予約権の目的となる株式の種
類及び数
　普通株式　930株
　(平成20年７月末現在)

　新株予約権の詳細は、「第４提出
会社の状況、１ 株式等の状況、
（２）新株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。

会社法第236条及び会社法第238条
の規定に基づく新株予約権
株主総会の決議年月日
　平成19年10月25日
新株予約権の数
1,485個 (平成20年７月末現在)
新株予約権の目的となる株式の種
類及び数
　普通株式　1,485株
　(平成20年７月末現在)
　新株予約権の詳細は、「第４提出
会社の状況、１ 株式等の状況、
（２）新株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。
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　　(重要な後発事象)

前事業年度
（自　平成18年８月１日
　　至　平成19年７月31日）

当事業年度
（自　平成19年８月１日
　　至　平成20年７月31日）

１　会社分割

　会社分割に関しましては、１連結財務諸表等、（1）連

結財務諸表、（重要な後発事象）に記載しております。

 

１　自己株式の取得に関する取締役会決議

　自己株式の取得に関する取締役会決議に関しまして

は、１連結財務諸表等、(1)連結財務諸表、（重要な後発

事象）に記載しております。

２　株式取得による子会社化

　株式取得による子会社化に関しましては、１連結財務

諸表等、（1）連結財務諸表、（重要な後発事象）に記載

しております。

 

──────

３　多額な資金の借入

　多額な資金の借入に関しましては、１連結財務諸表等、

（1）連結財務諸表、（重要な後発事象）に記載してお

ります。

 

──────

４　ストック・オプション(新株予約権)の発行

　ストック・オプション(新株予約権)の発行に関しまし

ては、１連結財務諸表等、（1）連結財務諸表、（重要な

後発事象）に記載しております。

 

──────

　

　

前へ
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　　④ 【附属明細表】

　　 【有価証券明細表】

有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記

載を省略しております。

　

　　 【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

　建物 23,01739,36118,10944,26910,8696,65833,399

　車両運搬具 14,316 － 5,942 8,373 8,038 136 334

　工具、器具及び備品 114,19222,94378,00559,13037,30913,37321,821

　建設仮勘定 － 10,3471,837 8,510 － － 8,510

有形固定資産計 151,52672,652103,894120,28456,21720,16864,066

無形固定資産

　商標権 806 － 190 615 254 61 360

　ソフトウェア 156,9049,272 4,653161,52480,75531,07180,768

　その他 1,258 － － 1,258 － － 1,258

無形固定資産計 158,9689,272 4,843163,39781,01031,13382,387

　長期前払費用 4,287 1,179 863 4,602 1,337 913 3,264

(注)１　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　建物 オフィス移転に伴う造作等 22,640千円

　工具、器具及び備品 パソコン・サーバー等 18,074千円

　建設仮勘定 ＴＶ会議システム 8,510千円

　ソフトウェア ネットワーク不正アクセス監視ソフト等 7,263千円

　
　　２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　（会社分割に伴う資産移管による減少）

　建物 7,225千円

　工具、器具及び備品 71,006千円

　　　　（その他の減少）

　建物 オフィス移転に伴う解体・廃棄等 10,884千円

　工具、器具及び備品 旧パソコン等廃棄 5,674千円

　ソフトウェア 業務支援システム一部廃棄 4,525千円
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　　 【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金 12,174 6,000 － 12,174 6,000

賞与引当金 46,466 6,812 5,098 41,368 6,812

受注損失引当金 14,578 － － 14,578 －

(注)１　貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、会社分割に伴う残高移管及び洗替による戻入額であります。

　　２　賞与引当金の当期減少額の「その他」は、会社分割に伴う残高移管による減少額であります。

　　３　受注損失引当金の当期減少額の「その他」は、会社分割に伴う残高移管による減少額であります。
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　(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　①　資産の部

　　　ａ　現金及び預金

区分 金額(千円)

現金 316

預金の種類

普通預金 494,957

定期預金 112,320

郵便振替 6,939

別段預金 320

計 614,538

合計 614,855

　
　　　ｂ　売掛金

　　　　イ　相手先別内訳
　　　　　該当事項はありません。
　
　　　　ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高(千円)
(Ａ)

当期発生高(千円)
(Ｂ)

当期回収高(千円)
(Ｃ)

次期繰越高(千円)
(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

684,978 ― 684,978 ― 100.0 0.0

(注)１．当期回収高は会社分割により減少した売掛金であります。

　　２．消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等を含んでおります。

　
　　　ｃ　貯蔵品

区分 金額(千円)

印紙・切手等 188

　
　
　　ｅ　関係会社株式

銘柄 金額(千円)

（子会社株式）

 株式会社綜合臨床薬理研究所 303,627

 株式会社エビデンスセンター 118,977

株式会社ベルテール 851,618

ハイクリップス株式会社 356,154

株式会社あすも臨床薬理研究所 281,900

トライアルサポート株式会社 1,171,532

株式会社アスモット 5,100

子会社株式計 3,088,910

（関連会社株式）

 株式会社東京健康管理センター 5,000

ＨＭＲ株式会社 2,000

関連会社株式計 7,000

合計 3,095,910
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　　②　負債の部

　　　ａ　短期借入金

　

相手先 金額(千円)

㈱三井住友銀行 300,000

㈱みずほ銀行 300,000

合計 600,000

　

　(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ８月１日から７月31日まで

定時株主総会 毎年10月中

基準日 ７月31日

株券の種類 １株券、10株券

剰余金の配当の基準日 １月31日、７月31日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え

　　取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社

　　取次所
みずほ信託銀行株式会社　全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社　本店及び全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 印紙税相当額

株券喪失登録

　　株券喪失登録申請料 １件につき　　10,000円

　　株券登録料 １枚につき　　　 500円

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない
事由が生じたときは、日本経済新聞に記載して行う。
公告記載ＵＲＬ
http://www.sogo-holdings.jp/

株主に対する特典

毎年７月31日現在の株主に対し、下記の基準によりエビデンス食品（健康食品）を定
価の半額にて販売する。
　１株所有の株主　　　　　　　　１個
　２株以上５株まで所有の株主　　２個を上限
　６株以上９株まで所有の株主　　３個を上限
　10株以上所有の株主　　　　　　５個を上限
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

　　事業年度　第18期(自平成18年８月１日　至平成19年７月31日)　平成19年10月26日関東財務局長に提出

　

(2) 半期報告書

　　第19期中(自平成19年８月１日　至平成20年１月31日)　平成20年４月25日関東財務局長に提出

(3) 臨時報告書

　　平成19年８月６日関東財務局長に提出

　　証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定

　　子会社の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

(4) 有価証券報告書の訂正報告書

　　平成19年11月16日関東財務局長に提出

　　平成19年10月26日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

　

　　平成20年４月18日関東財務局長に提出

　　平成19年10月26日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。

(5) 自己株券買付状況報告書

　　報告期間(自平成20年９月16日　至平成20年９月30日)　平成20年10月15日関東財務局長に提出

　

EDINET提出書類

株式会社綜合臨床ホールディングス(E05394)

有価証券報告書

 95/100



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書

平成１９年１０月２５日

株式会社　綜合臨床ホールディングス

　取　締　役　会　　御　中

　

仰星監査法人

　

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士　　中川　隆之　　印

　

業務執行社員
公認会計士　　原　　伸夫　　印

　

　当監査法人は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている株式会社綜合臨床ホールディングス（旧会社名　株式会社綜合臨床薬理研究所）の

平成18年８月１日から平成19年７月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属

明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得

ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方

法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、株式会社綜合臨床ホールディングス（旧会社名　株式会社綜合臨床薬理研究所）及

び連結子会社の平成19年７月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認

める。
　

追記情報

１.連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（収益の計上基準の変更）に記載のとおり、

会社は当連結会計年度より、ＳＭＯ事業収入の収益の計上基準を変更した。

２.(重要な後発事象)１.に記載のとおり、会社は平成19年８月１日に会社分割を実施し、持株会社に移行

している。

３.(重要な後発事象)２.に記載のとおり、会社は平成19年８月31日にトライアルサポート株式会社を株

式取得により子会社化している。

４.(重要な後発事象)３.に記載のとおり、会社は平成19年８月27日付で資金の借入を行っている。

５.(重要な後発事象)４.に記載のとおり、会社は平成19年10月25日開催の第18回定時株主総会において、

ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議した。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上 
　
 ※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

平成２０年１０月２２日

株式会社　綜合臨床ホールディングス

　取　締　役　会　　御　中

　

仰星監査法人

　

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士　　中川　隆之　　印

　

業務執行社員
公認会計士　　原　　伸夫　　印

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の

状況」に掲げられている株式会社綜合臨床ホールディングスの平成19年８月１日から平成20年７

月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主

資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得

ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方

法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、株式会社綜合臨床ホールディングス及び連結子会社の平成20年７月31日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべ

ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

　追記情報

１．連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更（収益の計上基準の変更）に記載のとお

　　り、会社は当連結会計年度より、ＳＭＯ事業収入の収益の計上基準を変更した。

２．（重要な後発事象）に記載のとおり、会社は平成20年９月12日開催の取締役会において、自己株

　　式の取得を決議している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上 
　
 ※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

平成１９年１０月２５日

株式会社　綜合臨床ホールディングス

　取　締　役　会　　御　中

　

仰星監査法人

　

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士　　中川　隆之　　印

　

業務執行社員
公認会計士　　原　　伸夫　　印

　
　
　当監査法人は、旧証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に
掲げられている株式会社綜合臨床ホールディングス（旧会社名　株式会社綜合臨床薬理研究所）の
平成18年８月１日から平成19年７月31日までの第18期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責
任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ
とを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを
含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい
る。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、株式会社綜合臨床ホールディングス（旧会社名　株式会社綜合臨床薬理研究所）の平成
19年７月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

１.会計処理の変更（収益の計上基準の変更）に記載のとおり、会社は当事業年度より、ＳＭＯ事業収入

の収益の計上基準を変更した。

２.(重要な後発事象)１.に記載のとおり、会社は平成19年８月１日に会社分割を実施し、持株会社に移行

している。

３.(重要な後発事象)２.に記載のとおり、会社は平成19年８月31日にトライアルサポート株式会社を株

式取得により子会社化している。

４.(重要な後発事象)３.に記載のとおり、会社は平成19年８月27日付で資金の借入を行っている。

５.(重要な後発事象)４.に記載のとおり、会社は平成19年10月25日開催の第18回定時株主総会において、

ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議した。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　　上
　
 ※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保

管しております。
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独立監査人の監査報告書

平成２０年１０月２２日

株式会社　綜合臨床ホールディングス

　取　締　役　会　　御　中

　

仰星監査法人

　

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士　　中川　隆之　　印

　

業務執行社員 公認会計士　　原　　伸夫　　印

　
　
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の
状況」に掲げられている株式会社綜合臨床ホールディングスの平成19年８月１日から平成20年７
月31日までの第19期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の
責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ
とを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを
含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい
る。
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、株式会社綜合臨床ホールディングスの平成20年７月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
　

　追記情報

　（重要な後発事象）に記載のとおり、会社は平成20年９月12日開催の取締役会において、自己株式

　の取得を決議している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　　上
　
 ※　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保

管しております。
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